
 

 

 

 

 

 

年金業務・組織再生会議 
（第２２回） 

 

平成２０年４月９日（水）

１ ６ ： ０ ０ ～ １ ８ ： ４ ０

総理大臣官邸３階南会議室
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政改革推進本部事務局 



○本田座長 それでは、ただ今から第22回年金業務・組織再生会議を開催いたします。 

 本日の会議では、まず厚生労働省から、３月14日の会議でお願いしておりました、年金

記録問題などこれまでの社会保険庁に係る諸問題についての総括や、社会保険庁から厚生

労働省に移管する人員規模などについて、それと前回会議におけます渡辺大臣からの、総

理指示を踏まえたご発言などを受けまして、年金記録問題についての現在の取組体制と今

後の取組についてヒアリングを行い、その上で質疑を行いたいと思います。 

 続きまして、社会保険庁から、これまでの会議の議論も踏まえた、現時点での人員削減

案についてヒアリングを行い、その上で質疑を行いたいと思います。 

（プレス退室） 

○本田座長 それでは、早速でございますが、厚生労働省からヒアリングを行いたいと思

います。 

 まずは、年金記録問題などこれまでの社会保険庁に係る諸問題についての総括と、社会

保険庁から厚生労働省に移管する人員規模について、ご説明をお願いいたしたいと思いま

す。 

 よろしくお願いします。 

○江利川厚生労働事務次官 厚生労働省の事務次官の江利川でございます。 

 資料１について、私からご説明いたします。 

 初めの部分と最後の部分を読み上げるようにして、真ん中のところは簡単にポイントと

いうことで説明をさせていただきます。 

 年金記録問題をはじめとする社会保険庁に係る諸問題について。 

 年金記録問題をはじめとして、社会保険庁業務に関し様々な問題があり、このことによ

り、年金制度に対する信頼を大きく損なうとともに、国民の皆様に大変大きな不安、不信、

心配をおかけしましたことに、心からお詫び致します。 

 これらの問題の解決並びにこのような事態が生じた原因の究明と対応については、自ら

深く省みるとともに、年金記録問題検証委員会のご指摘を踏まえつつ、最善の努力を尽く

してまいります。 

 平成22年１月から年金業務体制は大きく変わることになりますが、これまでの問題に学

びつつ、組織面、運用面も含め、年金業務・組織再生会議のご指導を賜りながら、体制の

構築に取り組んでまいります。 

 社会保険庁も厚生労働省の組織の一部であり、また、新しい体制では、厚生労働省本省

において年金制度の管理運営責任を負うとともに、一部の業務を引き続いて行うことにな

っております。この改革については、厚生労働省としてしっかりと適切に対応してまいり

ます。 

 １は厚生労働省と社会保険庁の人事であります。 

 （１）は制度の仕組みでありまして、社会保険庁は厚生労働省の外局であること、厚生

労働大臣は社会保険庁長官の人事権を持っていること、社会保険庁の内部のことについて
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は長官の責任において行われることが書いてあります。 

 （２）は、人事の実態でございます。 

 社会保険庁で採用しております職員はⅡ種，Ⅲ種の職員でありまして、これは本庁で勤

務する職員と、２ページ目でございますが、都道府県の社会保険事務局で採用され仕事を

する職員と、大きく２つに分かれております。 

 また、Ⅰ種の職員については、厚生労働省で採用した人間について、厚生労働省全体の

人事の一環ということで行われています。そういう意味では、社会保険庁の幹部人事は厚

生労働省の責任ということになるわけでございますが、上から５行目でございますけれど

も、社会保険庁幹部人材の育成という視点からの配慮が十分に行われていなかったという

ことで、反省すべき点だと思います。また、こういう構造がいわゆる三層構造を生む原因

になったということが書いてあります。 

 ２は年金業務の実態についてでございます。 

 （１）は長期にわたり正確な管理が必要な年金記録ということでございまして、20歳か

ら加入し、一生涯関わりを持つ制度だということでありまして、この長い期間に経済社会

関係の様々な変化があると、あるいは個人それぞれについても様々な変化があると。そう

いうものに対応していくことが必要であるとともに、負担の実績が給付に反映していくと

いう意味で、この管理が大事であるということでございます。 

 こういうことを踏まえて、３ページの冒頭でございますが、年金記録は、長期間にわた

り、厳格な管理が求められているということでございます。 

 その管理について、どういうことかということが、（２）の年金記録管理の実態という

ところに書いてございます。 

 ①は制度発足当時でございまして、昭和17年に労働者年金保険制度が始まりましたが、

戦時下の特殊な事情もありまして、①の段落の下から３行目でございますが、厳格な記録

管理という面では必ずしも十分な取扱いはなされていなかったということに触れておりま

す。 

 次に、国民皆年金が実現した当時、昭和30年代半ばごろのことでございますが、これに

ついては、国民年金制度が創設されるときは、拠出制にするか、拠出制にする場合には適

用事務であるとか保険料の徴収とかいろいろ大きな問題があるということは議論されてお

りましたので、上から４行目になりますが、昭和36年の発足時には、制度が円滑に実施で

きるかどうかの鍵が適用事務とか保険料徴収事務、この部分が大事だということで、ここ

に力が注がれたということが書かれております。 

 ③は、そういう適用拡大が進む中での年金記録管理業務の効率化の問題でございます。 

 制度が発足したとき、戦前に発足したわけでございますが、紙の被保険者台帳に個人別

の記録管理が行われておりましたけれども、対象者が急増する中で、正確な管理、あるい

は効率的な管理が必要ということで、コンピューター化をしてきております。昭和37年に

厚生年金保険での磁気テープ、昭和59年に国民年金のオンラインシステム、平成９年に基
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礎年金番号活用による年金記録の個人別管理、こういうことが行われてきました。これに

関しては、次の４ページの３行目から書いてございますが、様々な記録に係る問題があっ

たわけでございます。こういう問題があったわけでございますが、この段落の下から３行

上でありますが、個人ごとの年金記録の正確な管理が年金制度の運用にとって極めて重要

であることからすれば、厚生省として、こういう様々な記録に関する問題についての対応

が不十分だったということでございます。 

 その不十分の背景に関わるような問題として、社会保険庁のガバナンスの問題を３で触

れております。 

 １つは、まず体制の問題でございますが、地方事務官制度が設けられた経緯を書いてご

ざいます。 

 ご案内のように戦前は国も地方も大きな指揮命令系統としては１つだったわけでありま

すが、そういう中では社会保険関係の業務は道府県の警察部で行われていたわけでござい

ますが、終戦によりましてこれは都道府県内政部に移されることになりました。昭和22年

に地方自治法が制定されまして、地方も国と対等の行政主体となったわけでございます。 

 こういう中で、地方が独立して地方行政に当たる職員を確保するわけでございますが、

下から６行目ですが、社会保険に関する事務に従事する職員については、当分の間、これ

を官吏とするということで、いわゆる地方事務官制度が設けられたわけでございます。地

方事務官は、ご案内のように、任命権は厚生大臣に属するけれども、業務上の指揮監督は

都道府県知事が行うというものでございます。 

 昭和37年に社会保険庁が発足いたしまして、これがある意味で大きな節目だったと思う

わけでございますが、次の５ページでございますけれども、国として体制を整備する必要

があるということでありますが、５ページの１行目でありますが、第一線に国の機関を新

たに設けるとした場合、相当の規模の機構の新設が必要であると。ちょうどこのころは第

一次臨調が議論されていた時期でございまして、こういうときに国の機関を新たに設ける

というのはいかがかと、あるいはまた一方で、その当時の仕組みの中で決定的な支障は生

じていないということから、既存の体制が残ったわけでございます。 

 また、上から６行目に当たりますが、社会保険庁ではⅠ種職員を独自に採用することは

しなかったということでございまして、これも厚生省内にあった部局を社会保険庁に移し

ていくという中で、社会保険庁の組織ができてまいりましたので、基本的には社会保険庁

ができましたけれども、従前の体制、やり方を引き継いでいたということになると思いま

す。（３）の３行上のところでございますが、今から見れば、組織の在り方や業務体制の

検討が不十分だったと言わざるを得ないと思います。 

 （３）は職員団体の関係でございます。 

 職員団体は、地方事務官制度を廃止して、身分を地方公務員とすると、こういう方針で

運動をしておりました。当時は地方公務員の方が、今は大分修正されておりますが、給料

が高かったということもあって、賃金格差の是正などを運動目標にしていたわけでござい
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ます。また、様々なオンライン化などの合理化事務については、合理化反対という運動が

行われていたわけでございます。 

 次の段落の「また」のところでございますが、社会保険庁採用の職員でも大きく２つの

グループがあると申し上げましたけれども、本庁採用の職員が地方都道府県などの担当の

課長で出ていくという場合には、着任交渉という、天下り人事反対ということで交渉が行

われておりました。 

 こういう中で、出向者は部下の意見に迎合的、十分なリーダーシップを発揮できないと

いう事態があったわけでございまして、こういう問題について社会保険庁全体として、組

織を挙げて改善に取り組むべきであったということが指摘できるわけでございますが、し

かるべき対処が行われてこなかったところでございます。 

 下から３行目でありますが、職員研修で試験制度も実施しておりましたが、これも組合

の反対で無くなりました。成績優秀であった地方採用職員を本庁に転籍させて登用すると、

こういう仕組みがあったわけでございますけれども、試験の廃止によってこういうことが

機能しなくなってしまったわけでございます。 

 こういう中で、組織の運営責任は幹部が持つわけでございます。その幹部の人事の在り

方を（４）で書いております。 

 こうした問題意識を社会保険庁の幹部が的確に持っていたのかどうか、あるいは厚生省

の幹部が社会保険庁の幹部と同様にそれを共有していたのかどうか、それでそういう観点

から業務改革の推進の必要性をどこまで強く意識していたのか、こういうことを考えてみ

ますと、その後続いた結果を見ておりますと、職員団体の姿勢を容認してきたと、そうい

う意味でこの問題についての対応が不十分であったということでございます。それは幹部

人事を行っておりました厚生省に対しましても、そういう職員団体と向き合って、かつ、

改革すべきを改革していくという人材を社会保険庁に投入してこなかったと、そういう意

味で、幹部人事を行った厚生省にも問題があったと言えると思います。 

 それから、その次のところでございますが、社会保険庁の幹部が平素の業務を行う中で、

年金記録の管理の重要性であるとか、あるいはその関係での改革の必要性であるとか、そ

れをどこまで意識していたのかという問題があるわけでございます。 

 三層構造ということで、情報が幹部に上がりにくいという構造があったわけであります

が、これは上がらなければ上がらないということを、本来問題意識として持つべきであっ

たと思いますし、事業運営を預かる幹部として、そういう問題に主体的に取り組むべきで

あったと思います。 

 そういうことについて、厚生省、あるいは社会保険庁幹部の改革を進めていくという問

題意識が強ければ、そういう形で問題に適応した人事が行われるべきであったし、行われ

たはずであったということでございます。それが不十分だったということでございます。 

 （５）は三層構造に伴う問題でございます。 

 三層構造は先ほども申し上げたとおりでございますが、次の７ページでございます。 
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 ２行目からでございますが、三層構造であったために、社会保険庁において、幹部と現

場の職員との間に一体感が醸成されにくいと、そういう意味でコミュニケーション不足、

情報伝達不足という状況ができて、そういうことによって業務を行っていく責任感、そう

いうものが組織の隅々まで十分行き渡らなかったということにつながったのではないかと

思います。 

 また、（６）は本省の年金局と社会保険庁の関係でございます。 

 政策立案と実施の連携ということでありますが、本省年金局と社会保険庁とは制度設計

と運用をするという業務分担をしている関係にあるわけでございます。制度改正などがあ

るたびに連携は取ってきたところでございますが、しかしながら、改正を重ねるたびに複

雑となる事務処理の下で、新たなシステム開発や業務管理・運営面の重要性、社会保険庁

ではこういう問題が大きくなってくると。 

 一方、年金局サイドでは、少子化であるとか経済成長であるとかそういうことを踏まえ

た年金制度改正そのものが必要になってくると、それぞれがなかなか難しい問題を抱えて

いる中で、連携が必ずしも十分とは言えないということもあったわけでございます。この

辺については、新しい体制になるときには、その克服が必要だと思います。 

 ４、今後の取組の基本的考え方でございますが、これ以下は読ませていただきます。 

 以上のような点を踏まえ、今後の取組の基本的考え方を総括すれば、以下のとおりであ

る。 

 年金制度が国民の皆様の信頼があってこそ成り立つことを再認識し、安心と信頼が業務

運営の基本であることを徹底すること。まず、企業の顧客への対応を参考に、受給者、加

入者に対する十分な説明、信頼される対応を心がけること。 

 年金記録管理の重要性を再認識し、年金記録の管理について、国民の皆様の年金に関す

る記録を正確に作成し、保管・管理するという使命感と、国民の皆様の信任を受けて業務

を行うという責任感をもって業務に当たること。 

 ８ページでございます。 

 こうした認識を組織の末端、一人一人まで行き渡らせるように組織の管理運営にあたる

こと。職員団体の活動に対しても、毅然として組織運営を行うこと。 

 いわゆる三層構造を生んだ硬直的な人事を改め、組織全体の意識の共有化を図るなどに

より、組織全体のマネジメントの強化を図ること。 

 職員のやる気を高め、組織を活性化する観点から、最新の人事評価システムに学びつつ、

人材登用その他組織運営の公平性、透明性を図ること。 

 以上のことを踏まえまして、そのため、機構設立時には、適正な人事評価に基づく社会

保険庁の優秀なプロパー職員の登用、本庁・地方庁採用の固定的な区分の廃止、外部の有

為な人材の幹部職員への採用を推進すること。 

 業務が、長期的正確性を求められることに鑑み、組織運営もそうした視点で行われなけ

ればならないこと。特に、人事も長期的視点で行われるべきであること。そのため、将来
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的には機構の職員のキャリアパターンを構築し、これに基づく幹部人事を基本としつつ、

必要に応じ、厚生労働省Ⅰ種職員等外部の人材を活用すること。その際、厚生労働省との

交流人事に当たり、上級幹部や役員への出向に関してはノーリターンルールについて検討

すること。 

 政策立案部門と業務実施部門の連携は大事であり、今後ともそれが維持される工夫が必

要であるとともに、業務全体を最適化していく視点で制度の運用が行われなければならな

いこと。 

 厚生労働省自体を、公的年金業務の「制度設計」及び「年金財政の管理・検証」につい

ての責任と公的年金制度を運営する者としての管理運営責任とを一体的に果たすためにふ

さわしい体制とするとともに、政策立案、制度設計、実際の運用の連携が図られるように

すること。 

 以上の総括を踏まえつつ、年金業務・組織再生会議のご指導を賜りながら、新しい体制

の構築に取り組んでまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○間杉厚生労働省大臣官房審議官 官房審議官の間杉でございます。何とぞよろしくお願

い申し上げます。 

 私どもも冒頭、新たな年金事業管理組織の検討について、お話をさせていただきますが、

ただ今次官からもお話しさせていただきました総括、特に政策立案と実務との連携という

点を私どもも十分に踏まえまして、この会議のご指導を賜りながら、厚生労働大臣の下で、

車の両輪と言うべき制度設計、それから運営を行う新しい年金局の体制の構築に取り組ん

でまいりたいと考えておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

 私からは資料２でございます。 

 最初のページでございますが、今日は３点ご説明をさせていただきます。 

 第１点目は、年金事業管理組織についての厚生労働省としての基本的な考え方、それか

ら２点目は、こうした基本的な考え方を踏まえ、今後厚生労働省が担う具体的な業務とそ

の人員規模、そして最後に、厚生労働省として国民の信頼に応えます公的年金制度の運営

を確保するための具体的な内容、この３点についてご説明申し上げます。 

 １ページでございますが、従来公的年金制度の設計と年金の財政検証は厚生労働省の年

金局、それから公的年金制度の管理運営は社会保険庁に分けられておりました。一方、ひ

るがえって考えてみますと、ただ今次官からもお話し申し上げましたように、厚生労働省

全体として年金制度の設計と運営を一体的に取り組むという体制が必ずしも十分取れてい

なかったということは真摯に反省をしなければならないと存じております。 

 したがいまして、本来車の両輪と申すべき制度設計の責任、それから管理運営の責任、

この両者を厚生労働大臣が最終的に負うことといたしたいと考えてございます。あわせて、

こうした責任を果たすために、新しい年金局の組織体制を設け、公的年金制度への国民の

信頼を確保することといたしたいと考えてございます。 
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 また、公的年金制度に係る一連の運営業務を日本年金機構に委任いたしますことから、

一番下の○のアでございますが、日本年金機構に委任された事務の効率的で効果的な実施

について、日本年金機構の理事長の手腕が最大限に発揮され、その責任が十分果たされる

ような仕組みを作る。それから、イといたしまして、日本年金機構の業務運営について、

厚生労働省が、日本年金機構と問題意識を常に共有する、業務運営の改善に資する具体的

な支援、あるいは問題が発生いたしましたときの迅速な対応など、日本年金機構が的確な

業務運営を行えるような密接な連携を確保したいと考えてございます。 

 ２ページ目はこれを図示したものでございますので、飛ばしまして、３ページ目にまい

ります。 

 公的年金制度の管理運営責任を果たすための国の基本的な役割といたしまして、ここに

ございますように、まず第１点といたしまして、社会保険業務の運営を担う日本年金機構

が適正に事務を行うようどのように支援をするかという点。 

 それから、第２点として、厚生労働大臣自ら公的年金制度の運営の根幹部分として行う

事務がございますから、それを適正に実施するということがございます。 

 こうした国の基本的な役割を念頭に置きながら、社会保険庁の廃止に伴いまして、これ

まで社会保険庁が行ってきた業務を今後厚生労働省が担う業務と日本年金機構が担う業務

に仕分けをする必要がございます。これを簡単な図でお示しさせていただきましたのが４

ページでございます。 

 ４ページでは、真ん中の点線の囲みの中が、今後厚生労働省が担う主な業務を表したも

のでございますが、日本年金機構の様々な事業の大くくりの目標の設定、あるいは実績の

評価、あるいは業務・会計監査といった適正な法人運営を確保するための業務。それから

２つ目に、その下にございますような年金特別会計の管理。それから３つ目に、省令とか

告示、あるいは基本的な通達の作成、あるいは個別の保険料とか年金給付などの最終決定

といった年金制度・法令の適用・運用。システムの統括管理、それから情報公開でござい

ますとか受給者動向統計、あるいは外国の保険者との調整、受給者の不服申立てに対する

審査、市町村など地域との連携支援。こういったものが年金局に移管されるものと考えて

ございます。 

 こうした事務の移管ということを前提にいたしまして、粗々でございますが、人員規模

を算出したものが５ページと６ページでございます。 

 ５ページは社会保険庁本庁から厚生労働省本省へ移管する業務と人員規模でございます

が、平成20年10月現在、下にございますように社会保険庁本庁に所属する1,018人のうち、

厚生労働省本省へ移管される人員規模はおおむね180人程度と算出してございます。この

数は、それぞれ上に法人運営の確保、特別会計の管理、年金法令の運用、システムの統括

管理、その他といった大きな業務区分ごとに人員規模を積み上げたものでございます。な

お、この数は現在社会保険庁が行っております実際の職員数を基礎として算出させていた

だいたものでございます。 
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 次に６ページでございますが、６ページは社会保険事務局などから地方厚生局へ移管す

る業務と人員規模でございます。 

 下にございます平成20年10月現在、社会保険事務局などに所属いたします１万2,712人

のうち、地方厚生局に移管される人員規模は約220人程度と考えてございます。 

 それぞれの業務と人員規模については、中ほど上からまいりますと、年金給付の処分決

定に対する審査請求の対応業務がございますが、その部分として100人程度。２番目に市

町村との連携ということで、市町村におかれます年金委員でございますとか、あるいは市

町村の法定受託事務などの事務で70人程度。それから３つ目のくくりといたしまして、国

に代わって日本年金機構の職員が公権力を行使する場面が出てまいりますが、その認可業

務として50人程度を見込んで算定させていただいてございます。 

 なお、一番下にございますが、現在総務省に設置されております年金記録確認第三者委

員会に社会保険事務局から職員が本年３月末現在で110名程度出向してございますが、こ

れについては第三者委員会の状況を踏まえまして、今後総務省とも十分検討させていただ

きたいと考えてございます。 

 次に７ページでございます。 

 従来の社会保険庁と私ども年金局の役割分担に対する反省を踏まえまして、厚生労働省

といたしまして、改めて公的年金制度に関する政策の立案部門と業務運営部門の連携が非

常に重要であるということを再認識し、こうした連携を効果的なものとするように工夫を

凝らしたいと考えてございます。 

 第１に、国民の声を活かした公的年金制度運営を行ってまいりたいと考えてございます

が、具体的には７ページにございますように、厚生労働省が設定する目標、あるいは実績

評価について、被保険者、受給者、あるいは事業主といった関係者からのご意見も日本年

金機構の運営に反映させるという仕組みを作ることを検討してございます。 

 あわせて、この仕組みの中には、業務運営を行う日本年金機構、運用側から厚生労働省

にこうしてほしいという業務改善、制度の運営改善に関する提案というものも是非盛り込

みたいと考えてございます。 

 第２に、８ページでございますが、社会保険オンラインシステムの統括管理についてご

説明をさせていただきたいと存じます。 

 システムに関します厚生労働省と日本年金機構の役割に関する基本的な考え方といたし

ましては、やはり現場でございます日本年金機構がシステムの開発、管理、運用の実務を

担う。厚生労働省は、制度運営者としての管理運営責任を果たすための統括管理をすると

いう関係であるというように整理をしたいと考えてございます。 

 このため、厚生労働省といたしましては、制度改正あるいは業務改善などの諸課題に、

システム開発がきちんと対応しているかどうかといった点を主眼に、点検をするというこ

とを考えてございます。 

 それから、厚生労働省、日本年金機構、その他の外部の有識者で構成をいたしますシス
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テム開発委員会を設けまして、システム開発の企画段階の計画、予算要求、開発内容の確

定にわたって協議し、決定をすることといたしております。 

 あわせて、このシステムの統括管理部門でございますが、これは日本年金機構のシステ

ム部門が置かれる庁舎に常駐するということを考えてございまして、システム問題に関し

まして両者の密接な連携を図れるように対応してまいりたいと考えてございます。 

 更に、専門性の高い人材を確保するために、厚生労働省と日本年金機構のシステム部門

によって相互に人事交流をするということも検討してまいりたいと考えてございます。 

 １枚飛ばしまして、10ページでございます。 

 年金給付の裁定などに対する不服申立てについての審査は、従来ここにございますよう

な都道府県の社会保険事務局に配置されております社会保険審査官が対応してございまし

たが、審査はやはり地方ごとに分量などにばらつきがございます。したがいまして、審査

請求に係る業務量を適正配分する観点から、社会保険審査官をブロックでございます地方

厚生局に再配置をし、不服申立てを国で確実に受け止める、国民の立場に立ちました公正

な判断を迅速に行えるような体制を作りたいと考えてございます。 

 最後に、11ページでございますが、年金事業運営に関しまして、市町村など地域と日本

年金機構の年金事務所が連携できるような体制を、是非とも国としても支援をしていきた

いと考えてございます。これまでも市町村や関係行政機関、民間団体などと連携を図って

きてございますが、例えばその中で学生が納付する保険料に関する特例制度の創設でござ

いますとか、あるいはコンビニでの保険料の納付ですとか、様々なご提言を賜ってまいり

ました。これからも、制度運営と制度設計の連携によって様々な改善が図られますように、

従来以上の連携を確保してまいりたいと考えてございます。 

 若干長くなりまして、申し訳ございません。以上でございます。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 それでは、２点について、関連がありますけれども、ご意見なりご質問がありましたら、

お願いいたしたいと思います。 

 岩瀬委員。 

○岩瀬委員 資料１についてちょっとお聞きしたいのですけれども、私がこれを拝見した

感想は非常に平板という感じがして、他人事のような印象を受けました。本当に反省して

いるのか、本当に総括したのかというのは、非常に疑問です。反省の基礎となるべき事実

にかなり誤認があるのではないかと思われますので、そこはもう一度ご検討いただいた上

で、文言の変更も含めてちょっと考えていただきたいと思います。 

 １つは、２ページ目にあります三層構造の部分と幹部人事の話ですけれども、これは社

会保険庁の幹部人材の育成の配慮が十分でなかったのではなくて、全くやってこなかった

ということだと思うのです。 

 それと、登用される幹部のポストが固定化されているから三層構造が生まれたというの

ではなくて、きちんとした現場の管理を社会保険庁がやってこなかったからこそ、三層構
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造が生まれて、それがずっと続いてきている。 

 最近、私が社会保険庁の関係の資料で読んで非常に驚いたのは、ちょっと長くなって申

し訳ないのですけれども、自治労国費評議会10年史という資料があるのです。これは自治

労国費評議会が出している公式資料ですけれども、これを読んでみると、とてもではない

けれども、現場できちんとした人事が行われていた、ガバナンスが効くような管理が行わ

れていたとは思えないわけです。 

 どういうことが書いてあるかというと、厚生大臣の辞令を持って現場の事務局の課長な

り事務所長に赴任した人たちを天下りだと言って、とにかくこの地を踏ませるなと言って

追い返す、そういうことをやっているわけです。毎月１日は天下り反対デーとしてワッペ

ン闘争をしたりとか、あるいは選挙が近づくと組合が全員一丸となって選挙運動に突入し

て、自分たちの組織内候補を当選させたということが書いてあるわけです。厚生大臣の命

によって赴任しましたという課長に対しては、高圧的な態度だと、謝罪をしろと言って、

その場で謝罪文を書かせて読ませたりとか、そんなむちゃくちゃなことをやっているわけ

です。 

 こういう実態を当然厚生労働省は分かっていたはずだと思うのですけれども、何もして

こなかったというのは、厚生労働省の責任はすごく大きいと思うのです。そういう意味で

は、この４ページ目の社会保険庁のガバナンスが効かなかったのではなくて、厚生労働省

のガバナンスが全く効かなかったということではないかと思うのですけれども、この点に

ついてちょっとお考えをお聞きしたいのと、これは今の服務違反行為調査と関連すると思

うのですけれども、きちんと10年史という組合の文書があるわけですから、服務違反行為

調査の再調査も含めて示していただきたいと思うのですが、その点についてちょっとお考

えをお聞かせいただけますか。 

○江利川厚生労働事務次官 今の２点についてお答えしますが、まず社会保険庁幹部人材

の育成という観点からの配慮は不十分だったというところは、全くやってこなかったので

はないかというご指摘でありました。これは私どもの過去の人事の記録を見ますと、例え

ば社会保険庁経験者というのは事前に社会保険庁の中の他の部局をやっているとか、ある

いは国民年金創設時には都道府県の課長に出た人たちもいるわけですが、そういう人たち

が社会保険庁の中で仕事をしているとか、ある程度経験を持った人を配置していると。た

だ、それが十分かという意味で言うと、全然私は十分だとは思っておりません。ただ、全

くやってこなかったかというと、全くということでもないのではないかという気持ちでそ

う書きました。それが１点目です。 

 ２点目は、辞令は、社会保険庁長官の辞令は厚生労働大臣が出しますが、社会保険庁の

中の職員の辞令は社会保険庁長官が出します。ですから、これはそういう意味では社会保

険庁の中のガバナンスの問題でありまして、そういう意味での整理でございます。 

○本田座長 どうですか、今ので。 

○岩瀬委員 理屈は分からないでもないですけれども、しかし現場に行って、空港でのぼ
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りが立って、あるいは赴任しようとするとエレベーター前で囲んで、とにかく帰れと。そ

ういう実態は、当然社会保険庁にも報告はあるでしょうけれども、厚生労働省の年金局に

も報告はあったと思うのです。これを社会保険庁が辞令を出すのだから、社会保険庁がや

っているのだからといって、厚生労働省が全くタッチしてこなかったということが問題の

根元にあるのではないかと思います。 

 それともう一つ、先ほどのことで言えば、予算は厚生労働省の予算から出ているわけで

すね。違うのでしょうか、社会保険庁の予算ですか。元々は厚生労働省の予算と考えてい

いのではないでしょうか。つまり、特別会計からも当然出ているわけですから、厚生労働

省の予算だと思うのですけれども。あと身分は国家公務員ですね、自治労国費評議会の職

員にしても。あと、業務上の指揮監督は都道府県知事となっていましたけれども、都道府

県の知事は業務が分からないわけですから。社会保険庁が服務規定に基づいて処分などを

行ってきたということで、実態は社会保険庁が管理しないといけないし、管理する仕組み

にあったと思うのです。それをこういう本当に不当行為というか不法行為を、何も処分を

しないで黙認してきた、あるいは放置してきた、社会保険庁と厚生労働省の責任は非常に

重いと思いますので、これは社会保険庁のガバナンスではなくて、やはり厚生労働省全体

のガバナンスと書き換えるべきではないかと思うのです。 

○江利川厚生労働事務次官 ご指摘の趣旨はよく分かりますが、私どもの認識ですが、都

道府県の課長で行っている多くの人は、先ほど申し上げました社会保険庁採用のⅡ種の人

たちです。それが課長で行っているわけです。そのⅡ種，Ⅲ種で採用された方々の中に、

社会保険庁中央で採用された人と地方で採用された人がいて、その間の連携が非常にまず

かった。ただ、この着任に至る行動で、なかなか座れないと業務ができないことについて

は、これはもちろん社会保険庁はある意味で責任があるのでやらなくてはいけませんが、

厚生労働省としてもこれで良かったのかと言えば、私は反省する点があると思います。 

 それはなぜかというと、社会保険庁の幹部には厚生労働省採用のⅠ種の人たちがいるわ

けです。地方には行っていなくても、いるわけでございまして、そういう人たちがそうい

う問題に腰を据えてやるような形の人事をなぜやらなかったのかという意味では、反省す

る点があると思います。 

○岩瀬委員 この文書の中に、厚生大臣の命によって赴任しましたということが書いてあ

るのです。 

○江利川厚生労働事務次官 それは違うと思います。 

○岩瀬委員 そうですか。分かりました。 

○江利川厚生労働事務次官 それは確認してもいいですが、多分設置法上の人事権でいう

とそこまでなっていませんので。 

○岩瀬委員 でも、最近はいわゆる厚生労働省採用のⅠ種キャリアでも行っていますよね。 

○江利川厚生労働事務次官 地方自治体に。 

○宮島厚生労働省大臣官房総括審議官 今のは恐らく社会保険事務局長として厚生労働省
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のⅠ種採用が、これは組合との関係でしばらく行けなかったのですが、国民年金創設当時

は都道府県の国民年金課長へ行っていたのですけれども、その後しばらく途切れまして、

再開しようと思ったのですが、組合との関係で行けなかったと。最近いろいろなこういう

問題が起こってきて、ここ確か３年ぐらい前からだと思いますが、Ⅰ種の職員も都道府県

にある社会保険事務局の局長として行くようになったということです。ただ、そのときの

辞令は、あくまでも社会保険庁長官の辞令で行っています。 

○本田座長 今の点に関してですけれども、本質は厚生労働大臣の名前の辞令だったから

とか、社会保険庁長官の辞令だったからということをおっしゃっているわけではないので

しょう。そこはちょっと誤解しないように。皆さんの方もせっかくこういう反省をされて

いるとすれば、形式的に社会保険庁の辞令だったからではなく、まさにこの年金問題とい

うのは厚生労働省の、国にとって大事な仕事であると、そういう観点からおっしゃってい

ると思いますけれども、そういうことでよろしいですね。 

○岩瀬委員 ありがとうございます。 

○岸井委員 それと関連でちょっといいですか。 

 ２点ばかりちょっと確認ですけれども、資料１で、今度の年金記録問題はいろいろと聞

けば聞くほど、将来時間が経てば経つほど、これは大変な問題になるという意識がどこか

に必ずあったと思うのです。そういう認識があったかどうかということと、そういうこと

の認識があって、何か改善しようという動きがあったのかどうか。この辺の事実関係をち

ょっと確認したいというのと、２点目は、この資料１の職員団体の活動に関する記述の部

分について、これは職員団体が一応了解している線なのでしょうか。これは全く関係なく

……、５ページです、職員団体の活動云々。こういうことだろうとは思うのですが。 

○本田座長 ちょっとごめんなさい、今岸井委員がおっしゃった２点目、この文書を労働

組合も了解しているのかということですか。 

○岸井委員 共通認識といいますかね、いちいち見せて了解を取ったとは思いませんが。 

○本田座長 そういう意味です。形式的に組合と事前にやったのかどうかというのは非常

に大事な問題で、私はやるような問題ではないと思いますけれども、そういう意味でお答

え２点お願いします。 

○江利川厚生労働事務次官 後者のことについては、これは前回のこの場で厚生労働省事

務次官としてどう反省しているかということでございましたので、私の方の責任で書いて

おりまして、組合に見せているとか了解を取っているということはありません。 

 それから、初めの方の問題ですが、年金記録についてきちんとしなければいけないとい

う気持ちは、私はずっと持っていたと思います。それが昭和37年ごろからでしょうか、コ

ンピュータの記録化ということが、３ページの終わりぐらいから、厚生年金保険は昭和37

年から磁気テープ化を始めたとか、昭和59年から国民年金のオンラインシステムをやった

とか、これは記録管理が大事であって、きちんとしなければいけないということでやって

きたわけであります。 
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 ただ、それから更に基礎年金番号は平成９年に始めまして、個人に一番号になったもの

ですから、これで職業が変わっても、会社が変わっても、例えば厚生年金から国民年金に

移っても、記録管理を一貫して個人に着目してできるようになるということで、基礎年金

番号を入れての記録管理に入っていったわけでございます。 

 ですから、きちんと記録管理をしなければいけないというのは当然思っていたわけであ

りますが、例えば昭和37年のときの電算機の処理能力とか漢字が入らないとか、そういう

中でやっていたので、電算処理に不正確があって、その不正確を基本的には基礎年金番号

で一人一番号になったときにきちんと直していこうということでやったわけですが、これ

が全部直り切っていなかったということであります。 

 それは原簿に当たっていってもなかなか読めないものがあるとか、それからもう一つは、

これはある意味でまた問題だと言われているわけですが、60歳になって年金支給対象者と

なるときに申請をするわけですが、そのときにあなたの年金記録はこうですかと確認をし

ていくわけです。そうすると、ここは穴が開いていておかしいとか、この時期は国民年金

に入っていたはずだとかそういうことがあれば、持っている記録を突き合わせながら穴を

埋めてやっていくので、60歳になっている人の申請にうまく対応できれば、取りあえず今

の時点で十分整理はできていなくても、最後はうまくいくだろうと思いながら処理をして

いたのではないかと。おっしゃった問題意識はずっとあって、正確にしなければいけない

という気持ちは持っていたけれども、そこまで実態が伴ってこなかったということであり

ます。 

○本田座長 野村委員。 

○野村委員 関連してちょっとご質問したいと思うのですが、今次官がおっしゃったとお

り、３ページには記録の効率的な処理をしなければいけないという、そういうお考えから

対処してこられたということは書かれているわけですけれども、言うまでもないですけれ

ども、昭和59年というのは極めて遅いわけでございまして、これに至るに当たっては、い

わゆるオンライン反対闘争というものを延々と経てきていると。このこと自体がもっと早

く行われていれば、オンライン化が行われていれば、今日のような記録問題がこのような

大掛かりな形で起こらなかったかもしれないという問題点は検証委員会の方でも指摘させ

ていただいているわけですが、このオンライン反対闘争に対して解決を図るべく厚生労働

省は何か努力をされたのかどうかということを、まず１点お伺いしたいと思います。 

 それから、もう１点、昭和59年でありますけれども、オンライン化をするに当たって当

時入力されていたデータに不備があるということは、これはＮＴＴデータの方々も承知を

されておられて、それでフラグを立てたと。この事実までは確認されているわけですし、

そのこと自体どなたも否定はされておられないわけであります。それに対して社会保険庁

の方が、このデータは不備があるということは分かってはいるものの、即刻作業をしなけ

ればいけないので、いずれ自分たちの責任で直すからとにかくデータを入れてくれと言わ

れたので、それを入力しましたというのがＮＴＴデータの現時点における公式の見解とい
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うことでありますし、社会保険庁もそういうように認識していると聞いているところであ

ります。 

 このこと自体が極めて大きな記録問題を発生させたわけでありますが、その段階で補正

作業を行っていれば、早い段階で、お亡くなりにならないうちに記録を補正することがで

きた方がたくさんいたかもしれない。この時点になって記録を補正しようと思っても、も

う相当数の方が記憶が薄れていますし、とてもではありませんが、お亡くなりになった方

に聞くわけにいきませんから、直らないという問題が起こっているわけなのですが、この

フラグを立てたという事実と、それに対して社会保険庁の方が責任を取ると言いながら何

もしていないというこの事実は、厚生労働省は認識されておられたのかどうか、それに対

して厚生労働省は監督者として指示を出しておられたのかどうか、この２点をお伺いした

いと思います。よろしくお願いします。 

○江利川厚生労働事務次官 誠に申し訳ないのですが、そこについて私はちょっとはっき

り分かりません。オンライン反対運動への対応については、多分組合との交渉の中でずっ

と押され続けてきたのだとは思いますが。 

○野村委員 多分であれば結構です。今日のこの紙は何の事実も把握されないで書かれた

ということですよね。この２点は基本的にこの記録問題の根幹に関わる部分ですから、こ

の部分についてどういう対応をされてきたのかという事実を教えていただかないと、抽象

的なことを書いていただいても何もならないですよ。ここのところで厚生労働省が認識し

ながら何も対応しなかったのであれば、監督責任がありますし、認識できていなかったの

であれば、認識できていなかったこと自体に監督責任があるということで、いずれにして

もこの責任は絶対に免れることはできないわけです。どちらかの責任なのですけれども、

どちらの責任をお取りになるのかということを決めていただきたいと思います。 

○江利川厚生労働事務次官 少し確認をして返事をします。 

○本田座長 八田委員。 

○八田委員 資料１の７ページから「今後の取組の基本的考え方」というのがあるのです

けれども、ここの８ページに「必要に応じて厚生労働省Ⅰ種職員等外部の人材を活用す

る」と書いてあります。では、社会保険庁自身でⅠ種の職員を採用するということは、ど

こかに書いてあるのでしょうか。これは言わずもがなのことなのでしょうか。これが第１

の質問です。 

 それから、第２の質問は、どのようなコンピュータのソフトを採用するかということが、

記録漏れ問題を防ぐ上でも、またその他の様々な効率化の観点からも、最も重要であるに

もかかわらず、ＮＴＴデータに厚生労働省からの天下りがあったということについての言

及がちょっとここで見当たらなかったのですが、それはどうしてでしょうか。以上２点で

す。 

○江利川厚生労働事務次官 １点目でございますが、社会保険庁は来年一杯で無くなりま

すので、新しい日本年金機構になって、今考えている中の一部に厚生労働大臣がやる、国

14 



が責任を持って行っていかなければならない業務がありますが、そこは厚生労働省の中の

一部になりますから、採用としては社会保険庁採用は無くなるわけでございますので、そ

ういう意味で社会保険庁のⅠ種採用のことは触れておりません。 

 それから、２点目のＮＴＴデータへの天下りとの関係で何か問題があったかということ

でございます。私どもとしては、今回の年金記録問題については、社会保険庁で行われて

いる業務でありますが、その業務に厚生労働省としては常に幹部を送り続けてきたと、そ

ういう意味で、この業務について問題があるということで、社会保険庁本体業務との関係

においての厚生労働省の責任というものを精査していったということで、そのことについ

ては触れなかったということであります。 

○八田委員 第２点は納得できません。私は、ソフトの不適正な選択が、記録漏れ問題の

根底にあることだと思います。第１点についてですが、それではこれから社会保険庁の幹

部というのは、少なくともⅠ種相当の人を直接雇うのではなくて、これまでどおり厚生労

働省のキャリアの方がガバナンスに責任を持つということなのでしょうか。 

○江利川厚生労働事務次官 今の点ですが、基本的には新しい日本年金機構がこれから人

を採用することになります。その日本年金機構の中で、しかるべき幹部を育てていくとい

うことをやっていただくことになると思います。それはこの中にもちょっと書いておりま

して、８ページの上から４番目の点でございますが、設置当時というのは移行期ですから、

現在の社会保険庁にいる職員であるとか、あるいは地方庁にいる職員であるとか、あるい

は外部の有為な人材を幹部職員に採用するということで、スタート時においても外部の人

材も含めて考えていくということであります。 

 それから、その次の点のところの上から３行目の「そのため」というところであります

が、「将来的には日本年金機構の職員のキャリアパターンを構築し、これに基づく幹部人

事を基本とし」と書いてございまして、そういう意味では日本年金機構が人を採用し、そ

れで幹部を育てていくというのが基本だと書いているところでございます。 

○八田委員 今までの問題点の１つが、社会保険庁に自分自身を統治する人材を置かずに、

厚生労働省が送ってきたということにあるのだという明確な記述がないと思うのです。人

数が少なかったということは書いてあるのですが、社会保険庁自身にもっと責任を持たせ

るべきだということは書いてないと思うのです。私は社会保険庁自身がそういう人材を抱

えてこなかったことが非常に大きな問題だということは今後の対応のところでも、それか

ら前のところでも、ご指摘いただければと思います。 

○江利川厚生労働事務次官 書き方は足らなかったかもしれませんが、気持ちとしてはそ

ういう気持ちで書いたつもりでございます。 

○八田委員 そうすると、第２点の資料２の話になるのですが、ありとあらゆる反省にも

かかわらず、厚生労働省が年金のシステムを実際には統括管理・監査するのだという４ペ

ージの表、そこにばかり対応がきているのです。まさに天下りをずっとやってきた、そこ

を維持したいということとしか見えないのです。 
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 これは全く逆で、今度の日本年金機構に責任を持たせて、そこできちんとしたシステム

を選ばせる、ただし、日本年金機構の理事長に関しては、駄目なことをやればその責任を

問う。しかし、機種選択に関して口を出すようなことは、今までの反省に基づいて一切や

らないと、やはりそういう言明が欲しいように思います。 

○間杉厚生労働省大臣官房審議官 本当にいろいろなご意見、ありがたく存じます。 

 私どもといいますか、年金制度を作ってまいりますときに、本当にこういう制度設計を

して、運用なりシステムといったものが本当にうまく回るのだろうかというのがいつも頭

になければならないと思います。かつ、本当に運用がそれでできるとなりましたときにも、

果たしてシステムの開発を考えましたときに、一体どのぐらいの準備期間があればできる

のだろうかという問題が次になります。 

 それから、３番目には、実際の施行に向けて、システムの開発というものが本当にうま

く進んでいるかどうか。 

 そういった点で私どももこれまで以上に記録とかシステムとかというものについて、新

しい日本年金機構と一緒になりながら、やはり同じぐらいの問題認識を持たなければなら

ないということを痛感させていただいて、こういうようなところにしているわけでござい

ます。 

 ただ、実際には、機種の選定まで全部こちらがやるのかといいますと、むしろ先ほどの

図にも出てまいりましたけれども、そこは共同のボードのようなものも作りまして、やは

り日本年金機構の意向というものを最大限に尊重されるような枠組みの中で、私どもが要

所要所の点検ができると、そういう仕掛けを作っていきたいと思っている次第でございま

す。 

○本田座長 今の点、分かりましたか、八田委員。ちょっと言葉の違いで、皆さんの感覚

とどうしても合わないのですよね。例えば、先ほどのⅠ種というのは、今は国家公務員で

はⅠ種だけれども、少なくとも頂いた資料でいきますと、新しい日本年金機構においては

総合職なりでちゃんとキャリアが育つようにしますと書いてあるわけでしょう。それを年

金局はⅠ種がありますけれどもという説明をされると、非常に感覚のずれがあるのです。

なおかつ、今の２番目の質問も、皆さんは最初の１ページ目に「機構の理事長の手腕が最

大限発揮され」と書いておられるわけですよ。管理という言葉に引きずられるのではなく

て、新しい日本年金機構はこうすると、それを言わないと、言葉面でいくと何となくずれ

てしまうので、誠に失礼な言い方ですけれども、若干言葉で認識がすれ違っているような

感じがしてならないのです。 

 後ほどシステムの問題はまた別途あると思いますけれども、まさに日本年金機構自体が

ちゃんとやっていけるように、もちろん法律上、厚生労働省の責任があることはちゃんと

やるけれども支援の方に回っていきます、というのが資料かと思って読んだのですけれど

も、ちょっとお聞きしていたら何となくすれ違っているような感じがしたものですから。 

○間杉厚生労働省大臣官房審議官 申し訳ございません。今の座長のご指摘のとおりでご
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ざいます。 

○本田座長 それでは、斎藤委員。 

○斎藤委員 今システムに関してのご懸念を伺いまして、大変安心をいたしました。これ

からはシステムというのが大変重要であるということは申すまでもありませんけれども、

今のお話を伺っておりまして気になりましたのは、監督を十分にしていきたいという、割

と第三者的なご発言があったのがちょっと気になりました。 

 それと、資料２の８ページのところで、「民間のＩＴ部門の実務担当者を職員として中

途採用することを検討する」と書いていらっしゃる。その辺りがちょっとシステムに関し

てどのようにお考えなのかよく分かりません、混乱いたしました。 

 国が予算を持っているということは、システムの方向性を決めるわけです。ということ

は、プロジェクトマネジメントのトップの方が判断をなさるわけで、プロジェクトマネジ

メントのご経験のある、非常に高度な専門性のある経験のある方が外部から入ってこない

と、システムの有効な開発というのは無理だと思うのですけれども、実務担当者レベルを

採用するというのはどのようにお考えなのか、その辺りがどうシステムについてお考えな

のかよく分からなくなりましたので、もう少し詳しくお話しいただけたらと思いました。 

○間杉厚生労働省大臣官房審議官 大変恐縮でございます。 

 ここのところは、確かに役所の中には官房長が全体のＣＩＯの責任担当ということには

なってございますけれども、しかし実際は、官房長がすべてのことに目配りをしていくと

いうのは、これは現実問題としてもなかなか難しゅうございます。 

 したがいまして、私どもが基本的に考えてございますのは、日本年金機構の方にＣＩＯ

の、これもこの後ご説明があるかと存じますけれども、理事のような形でシステムの専門

家にご参加いただくというところを大きな目玉にいたしまして、ＣＩＯの補佐官というこ

とで外部の専門家の方に是非ここは日本年金機構の方にご参加いただいて、そこを中心に

様々なことを回していくということを考える必要があるのではないかと思っている次第で

ございます。 

○本田座長 これも用語の違いなのですよ。実務担当者ではなく、専門家と書いていれば

今のご質問にはならないのです。 

○間杉厚生労働省大臣官房審議官 縷々至りませんで、申し訳ございません。 

○斎藤委員 補佐官のことは前から伺っておりましたが補佐官のレベルの方となると、本

当に高度な知識と経験をお持ちの方で、年収１億でもなかなか日本国内では探すのが難し

いような人物になると思うのです。そこに「実務担当者」というご発言だったので、あれ

と思った次第でございます。 

○本田座長 ただ、１億もとらなくても、優秀な人はいますから。これはまた誤解を受け

てはいけないので。 

○斎藤委員 すみません。 

○大山委員 厚生労働省の年金局と、それから日本年金機構の連携に関わる質問で、特に
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制度改正に関わるシステムの開発に関して認識をお聞きします。従来はデ通サ、データ通

信役務サービスという形を採っていたと、担当していた業者の人たちから伺っています。

補佐官の人たちにも確認したことですが、制度変更が予定されているときは、事前にソフ

トウェアの追加や改修をする準備に入っていたと伺っています。実際には国会での審議に

よっては、準備したソフトウェアを使わない状態が起こることもあったようです。これは

まさしく前もって開発を始めているということであると思います。 

 このような準備はデ通サの範囲だったのでできたと思うのですが、今般、この契約を解

消し、なおかつシステム開発については通常の政府の調達のルールに則っていただくとし

て、年金局と日本年金機構との関係に関する考え方をお聞きします。調達ルールからは、

制度が決まって、実施時期を後ろに何年かある一定の期間をおいてから動かすというよう

なことをしない限り、ソフトウェアの準備を含めた対応はこれからできないと思うのです

が、この件についてどのようにお考えになっているのでしょうか。 

○間杉厚生労働省大臣官房審議官 ご指摘のとおりだと思います。特に、年金制度という

のは制度改正の中身も複雑になってまいっておりますし、今ご指摘のように、必ずしもこ

の時期というように想定をいたしましても、国会審議の都合などでそこに施行が収まらな

いということもございますので、できるだけあらかじめ準備期間というものを見込んでい

たすようにしてございますけれども、ご指摘のような問題があるということは重々承知し

てございます。 

○大山委員 問題があるということの認識ではなくて、どう対応するかということを聞き

たいのですが。 

○間杉厚生労働省大臣官房審議官 したがいまして、あまり施行は無理があるような施行

時期をまず組まずに、そこはこれからも日本年金機構とよく相談をしながら、施行期日を

決めていくということだろうと思います。 

○大山委員 その回答で結構だと思うのですが、そうなると、今まではなぜ無駄なお金が

かかるのが分かっていたのにやっていたのでしょうか。この点に対する回答はどうなので

しょうか。無駄を承知でやっていたのということになってしまうと思います。事実、その

例があるようですので。 

○間杉厚生労働省大臣官房審議官 恐らく今のお話は、具体的な事案があってのお話だと

思いますので、一般論でお答えするのも誠に申し訳ございませんので、改めまして今の社

会保険庁とも少し事案を確認いたしまして、考え方をお話しさせていただきたいと存じま

す。 

○野村委員 資料２の関連のところでお伺いしたいのですが、５ページのところなのです

けれども、今回ご指摘いただいております内容からいきますと、現在社会保険庁の本庁で

お働きになっておられる方々の中から約180人程度の方を厚生労働省の職員として移管さ

せるというご指摘かと思うのですが、この方々は厚生労働省に移られた後は、恐らく年金

局の職員という形になると思うのですが、この方々はもうその段階から年金局の全部の業

18 



務に溶け込んだ形で業務をやっていかれることになるのか、それとも同じ局の中に旧社会

保険庁というような形で、この方々が別置きになって仕事をしていくという形になるのか、

そこはどういうように整理されているのでしょうか。 

 時間とともにだんだん人が入り交じっていくということは分かるのですが、当面のとこ

ろでこの方々は年金局の中でどういう位置付けの方々として整理されておられるのでしょ

うか。 

○宮島厚生労働省大臣官房総括審議官 今の実際の人事が、厚生労働省の保険局というと

ころと年金局というところに、Ⅰ種という、先ほどから言っていたキャリアを除きますと、

社会保険庁の人間が来てやっているというのが今の姿です。ですから、財政ですとか制度

設計ですとか、あるいは企業年金とか国際年金協定とかそういうのを、今、年金局の方で

やっているのですが、そういうところをやる部門と、今度社会保険庁関連のこういう業務

をやるところができると。 

 それから、この次の６ページ目に、地方の方で審査請求とか市町村との連携ですとか、

こういう国がやらなければいけない事務の認可だとか何とかというのが出てくるわけです。

ですから、年金制度として見ますと、そういう１つ人事のグループというようなものがだ

んだん形成されてくるのだろうとは思いますが、そこは人事の話ですから、今は保険と年

金の間を回っていたりする人もいるので、その辺の組み方をどうするかというのは、今後

厚生労働省の中で人事政策として考えていくような話になるのだろうというように、今の

ところは思っているということでございます。 

○野村委員 そうなりますと、この新しい業務に対して、これまで厚生労働省のⅠ種キャ

リアの方々というのは、今まで全くこのことについてお仕事をされてこられていませんの

で、果たして管理能力を持っていると言えるのでしょうか。 

○宮島厚生労働省大臣官房総括審議官 今現在で社会保険庁に行っている人間が、例えば

運営部の方の企画課長ですとか年金保険課長というところには今も行っていて、ここで省

令・告示とか基本通達、あるいは徴収事務とか、そういうものについての責任者としてや

っているというような事実は今もございます。 

○野村委員 その方々がそのまま移ってきて管理をするということなのですね。 

○宮島厚生労働省大臣官房総括審議官 そのまま移るのか、あるいは過去において社会保

険庁で課長補佐や企画官のような経験のあった人間が就くかというのは、そこは人事の問

題だろうと思います。 

○野村委員 一言だけ申し上げますが、その方々が管理できていなかったというのが、こ

の資料１の結論ですよね。 

○江利川厚生労働事務次官 今の話でなくて、過去においてですね。 

○野村委員 今はできているという。 

○江利川厚生労働事務次官 今は記録の整理について一生懸命やっているわけでございま

すので、それから地方事務官が無くなりまして組合交渉なども無くなっているわけですし、
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組織や体制が大分変わっているわけでございます。それから、Ⅰ種職員もちょっと数は覚

えておりませんが、四、五十人ぐらい社会保険庁に投入しておりまして、そういう意味で

は従前と違って厚生労働省を挙げて取り組んでいるつもりでございます。 

○岩瀬委員 今のことについて私はちょっと意見を言いたいのですけれども、記録の問題

というのはかなり長い年月の中でおかしくなっているわけで、今確かに有能な人たちが厚

生労働省から社会保険庁に来ていても、それで果たして本当にできているかと。一生懸命

やっているのは一生懸命やっていらっしゃるとは思いますけれども、そんなことではでき

ないぐらいひどいわけです。だから、今も昔も僕は大して変わらないと思います。気持ち

は随分前向きに一生懸命されているのでしょうけれども、管理ができているかというと、

僕は十分には管理できていないと思います。 

 それは、やはり監視委員会とか作業委員会でいろいろヒアリングをしますけれども、記

録の問題について十分納得のいく説明はまだ受けていない。とてもではないけれども、十

分できていないということだけは、はっきり申し上げたいと思います。 

 もう１点お聞きしたいのは、資料２の10ページ目に書いてある国民に対する不服申立て

の窓口整理に関してなのですけれども、社会保険審査官は無用の長物であって要らないの

ではないかと思うのです。しかも第三者委員会がある以上は、そこが十分代替がきくわけ

ですから。国民の立場に立って公正な判断を行ってきたとは、とても思えないわけです。

窓口で全部追い返して、まともな審査をしてこなかった。こういうものを残すということ

は、新しい組織を再生していく上でむしろ弊害になるのではないかと思うのですけれども、

これは是非とも考え直していただけないかというお願いでございます。それについてちょ

っとご意見いただけませんでしょうか。 

○間杉厚生労働省大臣官房審議官 社会保険審査官というものの資質に関して、やはり

様々なご指摘があるということは、私どもも重々理解しているつもりでございます。現在、

行政不服審査制度の見直しが総務省を中心に行われてございますけれども、その中で社会

保険審査官という資格を廃止して、社会保険審査会への審査請求に一元化をするというこ

とが検討されていると私どもも聞いてございます。 

 そのときに、社会保険審査官というのは今度は自らが判断を下し審議をするということ

ではなくて、むしろ社会保険審査会の手足としてと言うと言い方が悪うございますけれど

も、再調査をやるという位置付けに、これは政府全体で大きく変わると。まだ確定ではご

ざいませんが、そういう検討が行われているということでございます。 

 したがいまして、そういうものとして、今後総務省との話合いで、位置付けてまいりた

いと思いますし、それから資質の問題というのは私も非常に問題があるところもあると思

いますので、これは全体の人事の中で是非、そういう国民との第一線の窓口に立たれる方

ですから、何とかそこの質を確保したいという気持ちを持ってございます。 

○岩瀬委員 もう一点、民間の方を採用して審査官にするという構想というのはおありな

のですか。 
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○間杉厚生労働省大臣官房審議官 率直に申し上げて、まだそこまでは至ってございませ

んが、全体の日本年金機構というもの、それから国、あるいは年金局というものの中で、

これからまさにこちらの方で厳密な採用基準ということをご議論いただくわけですし、そ

の中で現行の職員、あるいは新しく外から血を入れるということも、様々なことを考えて

いかなければならないのではないかと思いますが、ここの問題としてはまだそこまで至っ

てございません。申し訳ございません。 

○野村委員 申し訳ありません。先ほどの話の続きなのですけれども、今の年金記録問題

というのを一生懸命やっておられる厚生労働省のキャリアの方がいることは私も承知して

いますし、具体的なお名前もよく存じ上げていますが、その方は日本年金機構に行かなけ

ればいけないのではないでしょうか。 

 その方々を厚生労働省に戻して、この方々が専門家なのだからというのはちょっとロジ

ックが違って、むしろ厚生労働省の中に戻ってきた業務を責任を持ってやる人というのを

育てておかないと、これは管理できないのではないかと思うのです。これは現場にいて張

り付いている人たちは、日本年金機構で働いていただかなければいけない方々だと私は認

識していますので、そういう意味では、引き取ったお仕事を管理する人は、現厚生労働省

の中にいなければいけないと私は思いますが、そういう方々は年金局の中で私は一度もお

目にかかったことがないので、恐らくガバナンスができないのではないかと思います。 

○本田座長 時間が残り少ないですけれども。 

○大山委員 簡単に１つだけ、30秒ぐらいで終わります。 

 村瀬前長官が社会保険庁のいろいろな問題があるときに、「社会保険庁は変わります」

というメッセージを出して努力なさったという記憶がありますが、今日のお話を聞いてい

ると、変わってほしいのは厚生労働省なのかもしれないという印象を持ちます。 

 少なくとも年金局が変わるというのを言っていただくことが大事で、そのメッセージが

今日のこの紙にあれば、皆さん納得なさっていたのではないでしょうか。そこのところの

意識が、どうもまだ違うのではないかというように聞こえます。これは私の印象ですが、

是非その辺も頑張っていただきたいと思います。 

○本田座長 私も、質問する時間が少ないので１つだけ。 

 先ほど出た４ページ、５ページ、６ページ、８ページなどをぱっと見た感じですけれど

も、ここに人数が書いてありますけれども、これは非常に大事なことで、例えばシステム

になぜ40人要るのかと。今現在こういう人がいますから、それをそっくりこのままとおっ

しゃいましたけれども、この会議は厚生労働省の人員まで精査するわけではないのですけ

れども、ここらの問題についてはここで出してこれがひとり歩きしないようにしなければ

ならない。率直な印象を申し上げれば、私は民間経営から考えて、仕事のやり方からいっ

て、会計の管理、システム統括管理は、かなり過大な人数ではないかと。どうやって分担

するかで、特にシステムについては、日本年金機構の方でかなり業務を行うということに

なれば、これだけいるのかという感じがありましたので、これは１つの参考資料でしょう
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から、更に検討をよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、まだご質問があるかと思いますが、次に年金問題についての現在の取組体制

と今後の取組と、公的年金制度の将来像についてご説明をお願いしたいと思います。 

 なお、年金制度については、現在、社会保障国民会議で議論されているところでござい

ます。社会保障国民会議で提出された同会議での大きな意見を取りまとめたものについて

は、事務局から参考資料２として配付されておりますので、併せてご参照いただければと

思います。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

○宮島厚生労働省大臣官房総括審議官 それでは、資料３については、私の方からご説明

させていただきます。 

 資料３のまず３ページのところに、今の年金記録管理の現状、これはもう皆さんご存じ

のとおりでございます。 

 まず、平成９年の基礎年金番号創設までの間に３億件の記録があったということですが、

この３億件のうち２億5,000万件については、上の方の現存者１億人に統合されているわ

けですが、一昨年の段階でこの5,000万件が未統合になっているということでございまし

て、この統合作業というのを今進めているということでございます。 

 去年の７月に政府与党協議会のまとめがあって、本年３月14日に年金記録問題の関係閣

僚会議で今後の工程を作って、そこで進めているということでございます。それについて、

今現在どのような人員体制でやっているかというのを、最初の１ページのところに、年金

記録問題についての現在の実施体制ということで書いてあります。 

 左の方に、平成19年度の主な取組ですが、5,000万件の突合せ、加入記録のお知らせ、

それから5,000万件の記録内容の解明、それから相談の充実などの取組を行ってまいりま

した。 

 この取組にどのような体制で臨んでいるかというのが右のところでございます。実施体

制でございますが、大臣の下に厚生労働省を挙げて組織を作って取り組んでおりますが、

社会保険庁の職員のうち、今現在どのぐらいいるかということでございますが、３月の特

定時点での調査ということで言いますと、社会保険庁の運営部、業務センター、そこの真

ん中の大臣、長官の下のところですが、本庁定員925人ですが、正規職員の約400人が取り

組んでいると。それから、下のレベルの地方の社会保険事務局と社会保険事務所では、正

規職員約5,600人、謝金職員約3,100人が年金記録に当たっているということでございます。 

 ちょっと吹き出しで書いておりますが、地方の人員では元々2,400人は年金相談、記録

関連の業務に携わっているところですが、3,200人について他の部署から振り分けて今こ

の業務に当たっているというような形になっております。 

 その右のところにありますような業務に当たって、いろいろ正規職員だけでは対応でき

ないものですから、外部委託とか派遣職員を多数活用しています。上から２番目の電話相

談1,340席については、2,000人規模のオペレーター、それからマイクロフィルムの磁気媒
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体化で900人などやっております。 

 このような形で今進めているということでございます。 

 これが年金記録問題について今後どう進んで、日本年金機構の設立との関係はどうなっ

ていくかということでございます。 

 ２ページ目に今の工程がお示ししてあります。 

 まず、左上の主な取組ですけれども、平成19年度中には結びつく可能性の高い方につい

ての「ねんきん特別便」、1,030万人分を送付しました。それから、平成20年度、受給者、

それから加入者、約１億人弱ですが、今後こちらの方にも全員にお知らせをするというこ

とを考えております。 

 それから、相談体制の確立を図っていくと。もう始まっているわけですが、きめ細かな

体制を組んでいくとともに、今後記録を解明しなければならないというようなものがござ

います。2,000万件少々ございます。これについて、住基ネットを活用してやっていくと

か、旧姓履歴データをお知らせいただいて、それを突き合わせ整備していくとか、そうい

ったような解明作業をやっていくと。 

 それからもう一つ、コンピュータ記録と台帳との突合せということで、平成20年度は

3,000万件の国民年金特殊台帳の突合せをやりますが、あとは厚生年金のサンプル調査な

ども実施しているというようなことでございます。 

 これらの実施体制、一番下の四角の中でありますが、正規職員は平成19年度に引き続き、

他の業務の実施を臨時に抑制して人員を振り向けると、それか先ほど説明したのと同じよ

うに、謝金職員、派遣、外部委託を活用するということだろうと思います。 

 これらの取組は平成20年度に集中的に実施していかなければならないということでござ

いますが、平成20年度以降も継続する可能性がある取組としては、ここの真ん中に括弧で

くくってありますが、主にこの３つを想定しております。 

 各種取組を行っても、本人の特定が困難な記録について、事業所や市町村に照会してい

くということ、なお特定が困難な記録について、例えば公示などをやっていかなければな

らないのではないかということ、それからコンピュータ記録と台帳記録が必ずしも合って

いないというところを直すというその突合せの検討、こういったことが平成20年度以降も

継続するのではないかということでございます。 

 現段階で、具体的な時期でどのように片づくかということは、これは今後進めていって

ということになるのだと思うのです。定量的な分析はできておりません。したがって、

我々としては、一人一人の年金記録が正しく点検されるように全力を挙げて取り組んでま

いりたいということで考えているところです。 

 なお、一番右のところの平成22年１月の日本年金機構設立でありますが、年金記録の適

正確保、これは原簿の管理は厚生労働大臣にありますので、管理責任は厚生労働大臣の下

に年金局の方で対応するだろうと。ただし、具体的な事務処理については、実際に記録を

扱う日本年金機構の方において対応していただくというようなことになるのではないかと
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思います。 

 日本年金機構の設立後もこの記録問題が尾を引いてしまって、それに定員を要するので

はないかということですが、まだ時間があるので予測できませんけれども、我々としては

一般論としては、そういった業務については臨時の業務というような扱いということで、

暫定的な有期雇用や派遣、委託などの人員などで、業務量の臨時の増があるような場合は、

そういうことで対応したいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○本田座長 もう一つ、よろしくお願いします。 

○間杉厚生労働省大臣官房審議官 恐れ入ります。私どもからの最後でございますが、資

料４、先般委員の先生の方から、現在、公的年金制度の在り方に関しまして様々なご議論

がなされているということについて、お求めがございましたので、様々なご意見、あるい

は政府の取組状況について、簡単でございますが、ご説明をさせていただきたいと存じま

す。 

 １ページでございますが、これは確認でございますが、公的年金制度については平成16

年に制度改正を行いました。平成16年改正と申しますのは、これまでは５年に１回給付と

負担を見直して、その都度、保険料を上げるということでやってまいったわけでございま

すけれども、基本的にそうした考え方を抜本的に改めまして、保険料水準の上限を固定し

た上で、基本的にその範囲で給付を賄うという考え方に大きく転換をしたということでご

ざいます。 

 そうした年金制度の基本フレームに沿った財政状況であるかどうかということについて、

法律に基づきまして５年ごとに財政検証を行うということでございまして、現在平成21年

度の初めての財政検証に向けまして、専門家の方々にもお入りいただきまして、作業を進

めているところでございます。 

 残された課題ということで、下の方にございますように、この平成16年改正の基本フレ

ームの重要な要素でございます、基礎年金の国庫負担の２分の１への引上げということが

ございます。国庫負担の引上げについて、平成17年度以降２分の１へ向けて毎年度段階的

に引上げを行ってきてございますけれども、なお２分の１に向けての所要額が約2.3兆円

という大変大きな財源が必要でございます。 

 それから、下の方にございます、併せての課題でございました被用者年金制度の一元化、

これについても昨年の通常国会に関係の法案を提出させていただきました。それから、厚

生年金のパートへの適用拡大ということについても、対応策を同じ法案の中に盛り込ませ

ていただいたところでございます。 

 それぞれの課題に対しまして、現在国会の方で継続審議という扱いになってございます。

今、国会にご議論をお願いしているところでございます。 

 ２ページから４ページはそれぞれの内容でございますので、後ほどご参照賜ればと思い

ます。 
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 ５ページでございますが、ご指摘がございましたように、公的年金制度の在り方につい

て、様々な提言あるいは見解が示されてございます。上の方から年金制度に関わりの深い

経済界、あるいは労働界からのご提言、それから新聞など報道機関、それから各政党のマ

ニフェスト、あるいは国会議員の先生方からなど、様々なご提言があるわけでございます。 

 ６ページでございます。こうした提言の中身について、非常に大くくりで恐縮でござい

ますけれども、幾つかの観点から申し上げさせていただきますと、上の方からまいります

と、まず１階部分、基礎部分については税方式とするというご提言と、それから社会保険

方式を維持するという大きく２つのご提言がございます。 

 税方式とするものの中にも、①から④までございますように、例えば所得などによりま

す給付制限をするかどうか、それから現行制度からの移行をどうするか。給付水準を現行

程度にとどめるか、それとも思い切った引上げをするか、財源をどこに求めるかといった

点について、様々な考え方がございます。 

 それから、上から３つ目の○でございますが、２階の所得比例部分、これについても積

立方式とするもの、それから社会保険方式を基本とするものなどがございます。更に、積

立方式とする場合も、任意の積立を可能とするかどうか、あるいはもう２階は民営化をし

てしまうという考え方もございます。 

 それから、所得比例部分は、一番下でございますが、社会保険方式を基本とするものに

ついても、自営業者の取扱いをどう考えるかによりまして、幾つかの考え方が分かれてい

るというところでございます。 

 以上、申し上げましたとおり、年金制度について、平成16年の制度改正で少なくとも年

金財政の点では持続可能なものとするというような努力をさせていただいたつもりでござ

いますけれども、先程来、ご議論賜っております年金記録問題の他、無年金、低年金問題

といった指摘もございます。それから、冒頭申し上げました基礎年金の国庫負担割合の引

上げのための安定財源をどう確保するかといった大変大きい問題がございます。 

 このため、７ページでございますけれども、中長期的な視点に立って、年金制度を含め、

医療あるいは介護といった幅広い社会保障のあるべき姿について、総理の下に設置をされ

ました社会保障国民会議におきまして議論が行われているところでございます。 

 この会議に、下にございますように３つの分科会が設けられておりまして、その中の①

の所得確保・保障分科会というところで、雇用・年金という形での議論が進められている

と、そして６月にこの会議としての中間報告が取りまとめられるという段取りで進められ

ていると承知をしているところでございます。 

 以上です。簡単でございました。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 それでは、今の２点について、ご質問を。 

 斎藤委員。 

○斎藤委員 年金記録の問題について、ちょっと年寄りのコメントをお伝えします。母が
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ねんきん特別便を受け取りましたが、まず言葉を理解できませんでした。資格取得という

ところでまず母はびっくりしていました。これは何だかよく分からない、よく分からない

から問題ないと書いて出しちゃおうかな。でも、それもやはりちょっと無責任だから、何

もしないで放っておくわ、というのが、母のコメントでした。 

 たとえ何か怪しいなと思っても、電話して聞くのも面倒だし、社会保険事務所に行って、

固い椅子で何時間も待たされて、もし間違っていたということが分かったとしても、それ

によって一体毎月何千円、何百円プラスアルファを頂けるのか。これが何十万円だったら、

頑張るかもしれないけれども、足も悪いし、杖をついてわざわざ行くのも面倒くさいし、

それだったら今生活ができているから、何千円のために私はそんな苦労をしたくないわと

母は言っていました。 

 放っておいて、国民の義務を果たしていないというのは、母が悪いのかもしれませんが、

やはり年寄りの立場を考えて、年寄りが分かりやすい記述をするということをまず心掛け

ていただきたかったのが１つ。 

 それから、「ねんきん特別便」を２回送るというのはかなりのコストをおかけになって

いると思うのですけれども、一方的に送り付け、それで国民がどういう反応をするかとい

うことを計算していらっしゃらない、机上のプランのような気がするのです。やはり年寄

りはどのように考えるのか、年寄りは何ができるのかということまでお考えいただいて、

それだったら例えば、地域の民生委員に回ってもらって説明をするとか、何か他の方法が

ないのだろうか。コストをかけるのであれば、実効性のあるところにお金をかけていただ

きたいということをすごく思いました。今の特別便を送って、それで反応を見るというの

では、記録は絶対に是正できないだろうなというのを今回実感いたしましたので、もう一

度その方法をお考えいただけたらと思います。 

○本田座長 今のはお答えしにくいと思いますけれども。 

○坂野社会保険庁長官 なかなか厳しいご指摘を受けたと思います。 

 ３月までの名寄せに該当した方へのねんきん特別便は既に送付を終了しております。ま

た、１億人弱の方々への記録の送付も既に４月２日から開始をしております。したがって、

お送りする本体に今後大幅な手直しを行うことは、実際上なかなか困難ではないかと思い

ます。 

 そこで、私どもがこれから展開したいと考えておりますのは、今お話しのように、民生

委員の方々、あるいは市町村の方々のご協力を得て、できるだけ身近なところでいろいろ

な相談や照会に応じていただけるような活動を展開したい。また、社会保険労務士やある

いは福祉団体、そういう方々のご協力も得て、地域での様々な立場からのご協力も得る。

むしろそういう形でねんきん特別便をお受け取りになった方が記録を確認していただく、

そういうご支援をしたいと考えておるわけでございます。 

 また、社会保険事務所はかなり混雑をしておるというお話でございますけれども、これ

も首都圏あるいは近畿圏の郊外都市圏におけます、またその中の一部の事務所がかなり混
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雑をしているわけでございますが、他の地域では、例えば報道されるように５時間待ち、

６時間待ちという状態は、実際上は起きていないということでございます。また、そうい

うことを情報提供しながら、できるだけ空いた時間にお越しいただけるような案内もした

いと。 

 それからもう一つ、社会保険労務士の方々と一緒になって巡回相談というものを、大体

月平均1,000回以上全国で展開をしつつございます。そういう中で、できるだけお近くの

場所でお近くの方々にいろいろご相談いただけるような機会を作りたい、そのように考え

ているわけでございます。 

○斎藤委員 私が申し上げたいことは、ユーザーの立場に立って親切なサービスをお願い

したいということ、これだけでございます。資格取得というかわりに、「国民年金にはい

つ入りましたか」という平易な言い方にすれば分かるはず。そのように年寄りの立場に立

って考えることを是非お願いしたいと思います。 

○野村委員 すみません。ちょっと別件でございますけれども、今ご説明いただきました

年金記録問題に関する資料３の２ページのところでございますけれども、ご説明では今や

っておられる施策と、それから平成22年１月の設立との間にはまだ若干期間があるので、

この期間の間に問題が解決しているかもしれないし、そうではないかもしれないというの

はまだ分からないというご指摘だったわけです。 

 社会保険庁の方がお作りになられた参考資料１「年金記録問題に関する参考資料」とい

うのがあろうかと思います。ここにＡ３判の大きな紙でこの３月に新たにお出しになられ

たこれからの解明作業についてのイメージ図が添付されております。 

 これもフル稼働をされておられることは私は承知しているのですが、フルに平成21年３

月までやるわけですよね。そうなりますと、平成22年１月までには、この後ここで解明で

きなかった後にそれほど時間的余裕はなくて、この作業で終われば結構なのですけれども、

この作業で終わらないかもしれないということで、この間に括弧書で、各種取組を行って

も特定が困難であるかもしれないということを想定した施策が次に組まれているわけなの

ですが、これをセットいたしますと、どうも平成22年１月までにはまだ十分時間があるの

でというのは、相当危機感が乏しいと感じざるを得ないわけであります。 

 ここのシナリオがもうちょっと明確に、危機的な状況を想定したシナリオと楽観的なシ

ナリオとの中で、どういうことがあり得るのかということをシミュレーションした上で、

万万一ここが全然解明できなかった場合には、設立にどういう影響があるのだとか、その

ようなことをやはりもうちょっと具体的にご説明いただかないと、ここはブランクになり

ますと、設立の検討は全くできないのではないかと。 

 今の段階では臨時職員を雇えば、もう記録は解決できるかのようなことを口頭でおっし

ゃいましたが、それは極めて楽観的なシナリオを前提にしていると言わざるを得ないわけ

でありまして、もうちょっと厳しいシナリオを考えた場合の設立に対する影響というのを

お示しいただきたいというのが１点でございます。 
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 それから、設立というのは平成22年１月に一気にぽんとできるわけではありませんで、

設立委員会というのを設けて、設立事務という大きな作業をしていかなければいけません

ので、そういたしますと、この平成21年３月までフル稼働していますと、この状況の中で

社会保険庁が新しい日本年金機構の設立の方にどれだけのマンパワーを割くことができる

か、あるいはどういうタイミングで何ができるのかということは、そもそもこの段階で、

もう少し具体的な数字が出てきてもいいのではないかと思うわけです。 

 そういう意味では２点ですけれども、もっと悪いシナリオのときに、設立にどういう影

響があるのかというインパクトの検討と、それから設立というものの手続とこの記録問題

の作業とがどういう作業分担の中で切り分けられていって、果たして本当にこの予定どお

りできるのかどうかということをシミュレーションしていただければと思います。よろし

くお願いいたします。 

○宮島厚生労働省大臣官房総括審議官 ご指摘の点は、私どももよく認識しておるつもり

ですが、４月から受給者全員、それから加入者全員に対してお知らせをすると。お知らせ

したことによって、お一人お一人から、本当に皆さんからご返事いただいて確認をすると

いうことによって、この5,000万件の問題はどこまで進むのかと。 

 解明というのも、こちらの5,000万件の記録からのアプローチもありますが、やはり全

員にお知らせしたことによって消えていくというそういう側面も私どもは期待していると

いうか、一人一人から本当に返事を貰わないとこの問題は片づかないと思いますので、こ

れは各種団体、経済団体も、それから労働組合も、それから福祉団体も、あるいは農協と

かいろいろな組織を通じて、政府としてやっていくというようなことで、私どももそうい

うことをやらなければいけないと思います。 

 その上で、それでもいろいろ過去においても基礎年金番号を入れたときからずっと統合

されていない記録ですから、なかなかしぶといというか、そういう要素があるので、そこ

のシミュレーションはどうなのだと言われると、１つは定量的なものというのが今分から

ないというのが実際のところでございます。ですから、今おっしゃったことについてどこ

までできるか分かりませんが、そこについては少し社会保険庁とも検討をしてみたいと思

います。 

 それから、もう一つ、平成22年１月予定の設立の話でございますが、これはまさに設立

に向けて今後ここの再生会議の方で、定員、それからアウトソーシングの問題をご議論い

ただいて決めていただいて、私どもは行政上のルールとして、恐らく夏にはある程度総務

省の方といろいろな、先ほどの年金局の話もそうですし、それから日本年金機構の組織の

在り方についてもまた行政としての相談もしなければいけない。その過程の中で、設立委

員会を開いて、そこでまた理事長なり理事なりといったことも決めていっていただかなけ

ればならないと思います。 

 ですから、一方で日本年金機構の設立準備をやりながら、もう一方でこの記録の問題も

やっていかなければならないと、それはおっしゃるとおりでございます。ですから、厚生
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労働省の方でも、通年キャリアは25人ぐらいしか送っていないのですが、今は44人ぐらい

投入しております。それから、もちろん次官とか我々とか大臣以下官房の方でも、その辺

についてのスケジュールの管理ですとか、バックアップできるような体制を考えてやって

いるところですので、その辺についてもまたこちらの方で検討させていただいてお示しで

きればと思います。 

○本田座長 設立委員会の基本的考え方、それが２点目でしたね。設立委員会については、

厚生労働省の方は今どのように検討を進めておられるのですか。 

○坂野社会保険庁長官 設立委員の人選については、現在厚生労働大臣とご相談を既に開

始をいたしております。実際には厚生労働大臣が今様々な方々にご意見を伺い、あるいは

様々なルートでふさわしい人材を探しておられる、そういう状況にございます。それほど

遅くない段階で設立委員会をスタートさせたいという気持ちは大臣もお持ちでございまし

て、私どもとしては大臣のご指示を踏まえながら、大臣のご指示があれば直ちにいろいろ

な働きかけができるような準備はしておると、そういう状態でございます。 

○野村委員 具体的にイメージしますと、これは人の問題なのです。今働いている方の問

題ではないですか。箱ができればいいという話では全くないです。今のご説明は箱の作り

方の話であって、箱を作るだけではなくて、この中でいろいろな適材適所に人を配置して

いかないといけませんから、例えば希望もきちんと取らなければいけないでしょうし、面

接もきちんとやらなければいけないでしょうし、面談もしないといけないと思います。 

 これは普通に企業でも、例えば会社分割をやるときでも、ものすごいパワーが必要なわ

けです。これにものすごい負荷がかかるわけです。普通の業務に加えた負荷が現場にかか

るわけです。今ほとんど年金記録問題でいっぱいいっぱいですよね、この３月までの間。

こんないっぱいいっぱいこっちをやっておいて、本当に設立の手続ができるのかどうかと

いうのは、もっとリアルに、そこをどういう段取りでやっていくのかということが伝わっ

てこないと、全く年金記録問題と無関係なところで箱だけ作るというような話に聞こえて

しまうわけなのです。ですから、もっと事は重大で、もっと事は難しいとご認識いただか

ないと、私は先に進まないのではないかと思うのですね。 

 それから、先ほどちょっとご説明がありましたけれども、年金記録問題について解決す

るのかどうかという見通しを聞いているわけではなくて、コンティンジェンシープランを

出していただきたいと言っているわけですから、要するに最悪の場合、今のまま2,000万

件がもし仮に残ってしまって、この業務をまだ続けなければいけないということになって

しまったときに、この新しくできる日本年金機構というのがどのような図になるのかとい

う、最初から理想の形でスタートできるのかどうかということです。 

 そういったこともきちんとシナリオを書いていただいた上で話を進めていただかないと、

私どもは今までは理想の形として議論してきましたが、その理想と現実との間で、いろい

ろな問題がこれから出てくると思いますので、そこを現実的な問題としてどのような問題

点があるのかということをご提示いただかないと、議論が進まないのではないかと思いま
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す。 

○本田座長 あとは何かありますか。 

○岸井委員 確認ですけれども、定量的な見通しはつかないのだろう、難しいのだろうと

いうのは感じとしては分かるのですけれども、もうそろそろ最終的にはどのぐらい残ると

いうのは分かっているのではないですか。 

 なぜそういう疑問を持つかというと、この記録問題については、我々はだまされ続けて

きたわけですね。去年の２月に、あれは消えたもの、あるいは宙に浮いているわけではあ

りませんと。３億のうち２億5,000万までが統合されて、残り5,000万件のまだ未統合分の

ことですと言われて以来ですよ。 

 今日も党首討論で最後に年金記録問題が取り上げられて、さすがに総理もいつまでにど

のぐらいということは言えないから、何もおっしゃらなかったけれども、夏から紙台帳と

突合を始めますというような言い方をしていて、あれと思ったのだけれども、そういう中

で今野村委員が言ったことは本当に重要だと思うのです。日本年金機構移行のときに抱え

て、何千万も残ったままでどうするのかということになるのだと思うのです。全く分から

ないということですか、言えないということですか。 

○宮島厚生労働省大臣官房統括審議官 ３月までの実績というのは出てはいるのです。そ

れが出ているのでということなのですが、ただ回答率とかそういったものも上がってきて

いるので、そこはもう少し様子を見たいと、そういう見通しを立てるときに、もうちょっ

と今後も見てみたいということもあるのです。 

○岸井委員 どのくらいまで見通しを待ちますか。 

○宮島厚生労働省大臣官房統括審議官 今直ちに言えるような状態ではないのですが、一

応私どもの計画では、先ほどの参考資料の３ページについては、何とか平成20年度中ぐら

いにはいろいろなことについての全体の取りかかりをやっていく。お一人お一人へのアプ

ローチからの解明とか、そういうものについてやっていますし、これはこれでできるのだ

と思うのです。 

 ただ、ここで何が残るのだということを今おっしゃっているものですから、なかなか今

の時点でどういうものが本当に具体のものとして残るのか、何をやらなければいけなくな

るかというのは、今直ちに整理がついていないということです。 

○本田座長 今のご説明で非常におもしろいと、おもしろいと言っては失礼な言い方だけ

れども、３ページにしても４ページにしても、我々だとマイルストーンなりステアリング

という表現をするのですけれども、イメージとなっているのです。それはいいのですけれ

ども、各月にいろいろなことが書いてありますね。進捗管理はちゃんとチェックされてい

るのですか、どこまで進んでどうだという。 

○坂野社会保険庁長官 年金業務・社会保険庁監視等委員会という委員会が別にございま

して、毎月開催されます。そこで各月ごとの進捗状況をご報告し、かつ公表する仕組みに

いたしております。 
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○本田座長 分かりました。 

 やや意見的になりますけれども、新しい日本年金機構が、平成22年スタートのときに、

すべての案件がすべてぴしっと決まるわけではないのだと私は思うのです。ただし、この

年金記録問題についてはできるだけ解決いただきたいと。そのときに、仮に残っていた場

合にどうするかということであって、今この時点で、我々は年金記録をこうやってやれば

進むということを議論するような委員会でもありませんし、そこはよく整理しないといけ

ないので、そういう感じで見ていただきたいと。 

 ただ、これは質問にもなるのですけれども、記録問題についての現在の体制の中で、現

在社会保険庁のかなりの人がこの作業をやっている。本来やらなければならない業務はち

ゃんとうまくいっているのかという心配がかなりあります。記録問題がまた別の問題を生

まなければいいなと。今、大変緊急な課題の中でこれは取り組んでおられると思うのです

けれども、例えば、ここに現在の社会保険庁の方々かなりの人が、また今年度も他の業務

の実施を臨時に抑制して対応しているというような感じに書いてあります。こういう中で

今まさに国を挙げての大変大事な問題で、これは厚生労働省からどれぐらい応援に行って

いるのですか。 

 例えば、資料の中で、民間からの協力11名、各府省からの協力７名と書いてあるのです。

だから、恐らく厚生労働省を挙げてこれはお取り組みになっていらっしゃると思うのです

けれども、それぞれの省庁、それぞれ大変お忙しい仕事はあるけれども、やはり非常に大

事な問題だけに、厚生労働省のいろいろな部課から応援に行くぐらいの気概があってしか

るべきではないかと、またやっておられるかもしれないと思い今お聞きしたのですが。 

○吉岡社会保険庁総務部長 今厚生労働省からの支援ということですが、現場での年金記

録、これは非常にけた外れの業務ということで、社会保険労務士会とか、あるいは謝金職

員での対応とかいろいろな形で応援してもらっています。去年の年金記録問題、特にご記

憶のとおり６月、７月は大変に相談が殺到したり、その時期には、例えば厚生労働省の地

方厚生局からまとまった人数の期間を限った支援を頂いていたり、あるいは1,160万件と

いう旧台帳の整備に関しましても、相当数の数を、主として地方厚生局から期限つき支援

を頂いております。 

 現在何名ぐらい、ちょうど今中間期でございますので、今後必要に応じて大臣官房と相

談しながら現場への支援も含めて、これからの体制を構築していきたいと思います。 

○本田座長 大変困難だろうと思いますが、できるだけ解決に向けて、厚生労働省は社会

保険庁をバックアップしていただきたいと思います。 

 それでは、時間もまいりましたので、厚生労働省の皆さん、どうもご苦労様でございま

した。今日はいろいろとご質問なり注文がありましたことについて、まとまりましたら、

また事務局を通じてご相談させていただきたいと思います。 

（厚生労働省 退室） 

○本田座長 それでは、引き続きまして、社会保険庁からヒアリングを行いたいと思いま
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す。これまでの会議の議論を踏まえまして、社会保険庁においてご検討いただきました現

時点における人員削減案についてご説明いただき、その上で質疑を行いたいと思います。 

○吉岡社会保険庁総務部長 それでは、お手元の資料５になりますけれども、昨秋以来、

いろいろ外部委託の問題を中心に当会議でご議論いただきました。そうした、それぞれの

方策について、そういうものを今後の業務の効率化ということで、数字的に落とし込みま

したものを今日ご提示申し上げております。 

 担当の室長から、資料５についてご説明申し上げます。 

○高橋社会保険庁総務部企画室長 総務課企画室長の高橋でございます。 

 資料５について、ご説明させていただきます。 

 １ページでございます。 

 日本年金機構の人員規模の現時点における試算（案）の概要でございます。 

 枠の中にありますように、日本年金機構の人員規模については、既存の人員削減計画、

平成17年度に策定いたしました７カ年の計画でございますが、これに当会議で昨年来ご議

論賜りました追加的な外部委託、アウトソーシングの事項など、追加の削減項目を加えま

して、計画完了時については刷新システム稼働の３年後を目途と考えておりますけれども、

平成17年度末の既存の人員削減計画のスタート時点と比べまして約62％程度の人員規模、

２万3,800人から１万4,800人程度と、このように試算をしてございます。 

 これは既存の人員削減７カ年計画の年金部分では6,300人の削減、正規職員では1,500人、

非常勤では4,800人の削減でございましたが、これに更に追加分といたしまして2,700人の

削減、正規職員では1,300人、非常勤職員1,400人ということでございまして、正規職員に

ついては、前回の７カ年計画1,500人を更に倍にするような規模ということになってござ

います。 

 下の注釈にございますように、この数字は全国健康保険協会への移管分、あるいは国の

医療指導、あるいは年金の関係での移管分を除いた純年金分についての対比でございます。

また、これは現時点における試算でございますし、または厚生労働省との仕分けによりま

しても変動する数字でございます。 

 ２ページでございますが、人員削減の現時点における試算といたしまして、上の段は人

員削減７カ年計画の年金部分でございます。各項目は以前ご説明させていただいたとおり

でございまして、事務の集中化による定型的業務の外部委託、あるいはシステムの刷新、

バックオフィス、ブロック化、国民年金の保険料の収納事務に係ります外部委託、市場化

テストでやっております分などでございます。 

 下の方、追加の削減項目、これまでご議論いただいてきた事項について、数字に落とし

てみたものでございます。これまでご議論いただいてきたもの以外に加えておりますのが、

１つ目の事務所における届出の受付業務を事務センターに直送化する、あるいは電子申請

化をすることによる減、これについても試算してございます。 

 また、４つ目の項目にありますが、照会システム、市町村に置いておりますパソコンの
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データ更新が１カ月単位ということで、非常に悪うございますので、そこのところを電話

照会で対応しておりますが、ここのところについてはシステム改善によりまして廃止する

と、こういう効率化効果の部分も新たに計上しております。 

 その他、２つ目にあります届出書の一次審査業務の外部委託化、国民年金保険料の免除

勧奨の外部委託化、あるいは年金相談センターの運営の外部委託化、来訪相談の一部の社

会保険労務士への委託、バックオフィス業務のシステム化などご覧のような数字を試算し

てございまして、正規職員で1,300人、非常勤で1,400人と、こういうようなことでござい

ます。 

 １枚おめくりいただきまして、今後追加して人員削減する業務量の考え方、以前に当会

議に出させていただきました業務プロセスごとの人員を整理してございます。 

 表の見方でございますけれども、適用でございますとか徴収でございますとか、それご

とに区分をいたしまして、３ページでございますと、適用の届出処理についてでございま

す。表の中にそれを更に受付あるいは適用指導などと細分化をしてございますが、その中

で一番左が業務の区分でございます。その次に、17年度業務量、先ほどの計画期間の出発

点になります17年度業務量を正規職員、非常勤職員で分けて計上してございます。これに

対しまして、既存の７カ年計画での削減業務量を計上してございます。 

 その右側に追加的人員削減ということで、今般追加的な検討をいたしました追加的人員

削減項目の内容、その削減業務量の考え方、その事項についての削減業務量を正規職員と

非常勤職員に、またその実施時期を整理いたしまして、それらを引き算いたしまして、計

画完了時の残った業務量というものを整理してございます。 

 ４ページ以降詳細がございますが、時間の関係上省略させていただきまして、12ページ

をお開きいただきたいと思います。 

 12ページはそれを時系列的に整理したものでございます。 

 上の段、７カ年計画の年金部分といいますのは、この従来の７カ年計画を、平成17年度

を起算点といたしまして、平成20年度、平成21年度、平成24年度と中途の数字を刻んでご

ざいます。平成20年度と申しますのは、既に正規職員の定員については査定が終わってお

りますし、非常勤職員についても予算措置されている定員でございます。平成20年度正規

職員１万3,000人、非常勤職員7,700人、こういう数字でございます。 

 その後平成21年度の増減があるわけでございますけれども、これについては平成21年度

予算をこれから策定するわけでございますが、数字の整理上、仮置きの数字でございます。

仮に正規職員の場合について、平成20年度の純減数と仮に同数と置いた場合、また非常勤

職員については、国民年金の収納勧奨の業務の市場化テストを計画どおり更に進めた場合

の数字を仮置きではめてございます。それを踏まえた平成21年度の姿を想定いたしまして、

残りは７カ年計画の満了時、平成24年度の数字を計上してございます。 

 これを中ほどの平成21年度のところから矢印の下に下りまして、追加の削減分、追加の

削減分は先ほどのメニューがございましたけれども、日本年金機構設立時に直ちにできま
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すものと、その後のシステム刷新でございますとか順次拡大するものなどを左と右に仕分

けをしてございます。例えば、国民年金の免除勧奨などでございますと、日本年金機構設

立時に70人ほど、その後に90人ほどと分けてございますけれども、これは免除勧奨だけで

発注するわけではございませんで、既存の収納業務の市場化テストの収納業務と同時にセ

ットで同じ業者に発注すると、こういうことを考えてございます。そういうことになりま

すとそちらの方の発注は、２年単位、３年単位の発注になっておりますので、そこの区切

り、127カ所分については、この平成22年１月時点でできる、残りの箇所についてはその

次の年になると、そういうような考え方で仕分けをしてございます。 

 年金相談センターについても、社会保険労務士会への委託について、まず10カ所程度で

やってみて、その後の実施状況を見て拡大するとしてございます。 

 また、右にございます一次審査の委託などという項目については、システム刷新が稼働

していまして、その後集約事務センターができ、それが安定稼働した段階でという慎重な

進め方が必要だと思ってございまして、そのようなことで設立後のステップの方に整理を

してございます。 

 そのようなことで、日本年金機構設立時については１万2,490人程度ではないかと、非

常勤職員については5,770人程度ではないかと、このような試算をしてございます。 

 また、一番右側は計画の完了時でございます。正規職員は１万1,110人程度、非常勤職

員3,670人程度でございまして、合計１万4,780人程度でございます。その他の業務量がア

ウトソーシングなりシステム化なりということでございまして、62％程度の規模というこ

とでございます。 

 １ページおめくりいただきますと、これを簡単な棒グラフで示したものが13ページでご

ざいます。 

 それから、１枚おめくりいただきまして、14ページでございますが、組織別の人員規模

のイメージでございます。 

 左側は従来の社会保険庁、平成17年度の人員規模でございます。この規模については、

全国健康保険協会などへの移管分、あるいは国への移管分を除いた数字で計上しておりま

すので、ご了承賜りたいと思います。 

 まず上の段、中央組織については、本部機能を強化するということで、本庁の部分につ

いては、平成17年度よりも日本年金機構設立時の本部の規模は大きくなってございます。

これは中間組織の事務局をスリム化いたしまして、中間部門から本部への業務を、一括で

きるものは一括するということでの人員の集約を図るという点で本部が大きくなり、中間

のブロックを極力小さくすると、こういうものでございます。 

 また、事務所のところについては、事業所調査、強制徴収、年金相談などの対人業務に

集中いたしまして、事務処理については広域に集約をするという考えでございまして、日

本年金機構設立時、都道府県単位の事務センターというイメージで書いてございますけれ

ども、事務所から中間の集約センターに集約化すると。 
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 その右側の日本年金機構の計画の完了時でございますけれども、計画完了時については、

システム刷新などが進みまして、更に外部委託化が進む、あるいは効率化が進むというこ

とで、この事務センターの部分が大幅にシステム化による減、あるいはアウトソーシング

による減で小さくなると、このようなイメージになってございます。 

 それから、もう一枚おめくりいただきますと、管理部門のスリム化のイメージでござい

ます。 

 これについては、その前のページとは若干整理を変えておりまして、前のページ、14ペ

ージは国に移管分の人数をあらかじめ抜いた人数で中央組織などを書いてございますが、

15ページの図は国に移管分も平成17年度末の数字には入った数字で計上しておりますので、

前のページとは数字が合っておりません。 

 15ページのイメージでは、平成17年度末本庁580人が、国に移管される者を除きまして、

また社会保険事務局から集約される290人とを合わせまして、本部が760人、ブロックが

850人、こういうイメージでございます。 

 16ページについては、これを内訳で整理したものでございます。本部については、統括

部門、事業の企画部門、全国一括の処理、業務センターの業務部のような一括して行う部

門、またシステム部門でございます。 

 ブロックについては、ブロックの管理部門の他に集約事務の部門、また年金事務所につ

いては、庶務部門はできるだけ縮小いたしまして、厚年・健保の適用、徴収、国年保険料、

年金相談など、このようになってございます。 

 17ページは計画完了時の姿を落とし込んだものでございます。 

 簡単でございますが、以上でございます。 

○本田座長 何かご質問はございますか。 

○岩瀬委員 簡単な質問を幾つかさせていただきます。基本的なことをお聞きしたいので

すけれども、この１ページ目の削減で約9,000人減るという、62％の人員でやるというこ

となのですけれども、この中で自然減というのは何％ぐらいあるのですか。 

 それと、これは削減した後、外部からも有能な人材を登用するということでずっと今ま

で資料を書かれていますけれども、この人員規模の中で何％ぐらい外部から登用するのか

というのと、もう一点、これは前々からこの会議でお願いしていることですけれども、生

首を切ることになれば、その人たちの再就職先についてどうお考えなのか。厚生労働省の

枠として、削減したうちの何％ぐらいを引き受けるのか、その３点をちょっとお伺いいた

します。 

○高橋社会保険庁総務部企画室長 自然減でございますけれども、まずこれは毎年定年退

職、あるいは自己都合退職など、正規職員については年によりまして、特に今年は非常に

増えております。例年ですと400人ぐらいでございましたけれども、今年は特に非常に増

えているということでございまして、この長い計画期間の中でどのように見込んでいくか

という点はありますけれども、具体的に何％分という試算は、現時点ではまだ整理中でご
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ざいますので、いずれ整理してみたいと思います。 

 また、外部からの採用数についても、これは今整理してございますので、事務局のご指

示に従いまして、今後の会議に出させていただきたいと思います。 

 また、再就職支援を行う者なりこの幅については、単に定員規模だけで決まってくるも

のではございません。外部から採用する数でございますとか、あるいはそもそも社会保険

庁職員の中で、厳正なる採用審査によりまして、採用されない規模がどのくらいになるか、

これは様々な複合的要因がございます。そういう意味で、あらかじめ枠のようなものを用

意できるという試算には現在至っておりませんけれども、その段階でしっかりとできるこ

とをやっていくというように思います。 

○岩瀬委員 もちろん今から枠というのはかっちりしたものは作れないとは思うのですけ

れども、こういう数字が出てくると、当然社会保険庁に行けない人が出るわけですよね。

その人たちのいわゆる分限回避策として、具体的にどういうものがあるのかというのをお

示しいただきたいのと、やはり分限回避策の有効な策の一つとしては厚生労働省で人を引

き受けるというのが最も分かりやすいし、皆の納得が得やすいのだと思うのですけれども、

厚生労働省が引き受けなくて他の省庁で引き受けてほしいとか、民間なりで引き受けてほ

しいとか、あるいは今まであった天下り先に押し付ければいいのだというのでは、やはり

ちょっと納得がいかないので、そこは何としても出していただきたいのです。 

○吉岡社会保険庁総務部長 今岩瀬委員がおっしゃった話は、ある意味では大変深刻な問

題ですし、まさに今現場で年金記録問題に対応してもらっている職員に対して、どういう

メッセージを出すかという、やはり将来の不安があるとなかなか今国民のために全力で仕

事をすることができない。我々も悩んでおりますけれども、具体的に今どういう方策があ

るかと、あるいは厚生労働省の枠でどの程度カバーできるかどうか。詰まるところ、特に

公務員としての異動については、まさにそれぞれ国民に奉仕する立場ですから、適材適所

と、社会保険庁から分野は変わった仕事であっても、そのために公務員として働くかどう

かと。個々の問題でもあるわけでございますので、今後全体の人員規模の議論を進めてい

ただく中で、だんだんそういう数字が少しずつコンクリートになる中で、よく検討してい

きたいと考えております。 

 １点だけ、厚生労働省ももちろん含めて、公務員としての職務の転換以外に、これまで

人によっても非常に長く社会保険庁業務にいろいろな形で、研修など人材への投資もして

おりますので、そういう方が分限によって行き先、職場がないということになれば、これ

はある意味で損失でございますので、そういうこれまで積み重ねられたスキルの活用方法

ということで、これは公務員であれ民間であれ、職種を問わずそういうものも今後受け皿

として考えていただきたい。 

 ただ、今の段階で、例えばこういう業務にこの程度ということについてはお示しできな

いことについてはご理解いただきたいと思います。 

○岩瀬委員 あともう一つ、外部からの採用数というのは、これはある程度検討は済んで
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いるという意味ですか。今日の会議には間に合わなかったけれども。 

○吉岡社会保険庁総務部長 具体的に今日はお示しする段取りはまだしておりませんけれ

ども、再生会議でもご議論がありましたように、社会保険庁の職員から得られないスキル

をどうやって固めていくか。また、別の観点から、民間のものの考え方を習得するという

意味で、よく考えながら外部などにも図っていきたいと考えております。 

○岩瀬委員 それは次回ぐらいに。 

○本田座長 そこはちょっとまた作業してもらって。確認しておきたいのは、外部からの

採用というのは、この人数の内書きですよね。 

○高橋社会保険庁総務部企画室長 そうでございます。 

○本田座長 プラスアルファではありませんからね。 

○吉岡社会保険庁総務部長 正規職員の中でどの程度そういう方を活用するかという問題

でございます。 

○八田委員 システムを導入することによって可能になる人員削減数が、実は自然減と全

く同じであるというデータを昨年出していただきました。基本的にはなくて済むという数

字だったと思うのです。それはそういうように意図したのではなくて、たまたまそうなっ

たのだというご説明だったと思います。 

 それで、今はどれだけ自然減があるかというのは予測不可能だというご説明で、なるほ

ど自発的にお辞めになる方がたくさんいらっしゃるから不可能なのだということもよく分

かるのですが、最低限定年退職でもってこれだけ辞めるだろうという予測はつくと思うの

です。それから、それに基づいた数字と今度お示しいただく外部から採用する予定の数と

いうのを見ると、今の段階でどの程度分限が、この結果必要となるかというのは分かると

思うのです。それをお示しいただきたいのと、それから今は大体定年以外で自発的に退職

している方がここ二、三年どのぐらいあるかというのも、そのときにお示しいただければ

と思います。 

○本田座長 今の八田委員がおっしゃった自然減の範囲内ということについて、確認して

おかなければいけないと思うのですけれども、今回の追加の1,300人はそうではないです

よね。前回、例の７カ年計画の、要するに２ページの増員のところについて、これはちゃ

んと詰めてやったのですかという質問をしたとき、自然減にほぼ合いますという発言があ

ったと思うのですけれども、今回の追加分では増員は見ていませんね。そういうことでい

いのですね。理解をちゃんと正確にしておかないと。 

○高橋社会保険庁総務部企画室長 この12ページにもございますように、７ヵ年計画の正

規職員のところは減と増と、増も計上してございました。今回の追加分のところは減のみ

の計上でございます。また、自然減で対応できるかどうかについては、この日本年金機構

発足の瞬間でございますけれども、既にこの平成21年度、７カ年計画分でも数がございま

すし、日本年金機構発足時でも追加の削減分の330という数字がございますし、更に外部

採用がございますし、そういう意味ではその瞬間については、とてもそういう自然減で対
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応できるようなレベルではないということです。 

○小嶌委員 職員の規模は、全体として62％になるというお話でしたけれども、正規職員

が80％程度で、非常勤職員が37％程度になると思うのです。平成22年１月の段階で、正規

職員の名称は変わらないものの、非常勤職員は有期雇用職員と名称が変わる。その段階で

正規職員の中に雇用期間に定めのある職員が出てこないのかという点についてお尋ねした

い。また、非常勤職員は平成22年１月までは公務員ですから、人事院規則などの関係で当

然退職の考え方で割り切ることは可能だと思うのですが、それ以降はそうした考え方は通

用しなくなるので、その中で計画完了時までに2,100人の職員を減らすというのは、公務

員時代ほどは簡単にいかないのではないかと思うのですが、どうでしょうか。 

○高橋社会保険庁総務部企画室長 有期雇用の職員についての雇止めの問題でございます。

法律論と実態論、実際の実態論になりますと、様々な問題があるということは重々承知し

てございます。これまでの判例ですとか過去の事例などをいろいろ勉強させていただいて

おりますが、あらかじめ予告期間をたっぷり取って、有期雇用の有期ということの意味合

いについて、期間なり更新の可能性なり、そこはしっかりと本人に伝えるというのがどう

もポイントになっていると承知しておりまして、そこのところはしっかりとしてまいりた

いと思います。 

○小嶌委員 さきほどお聞きしたのは、非常勤職員が有期雇用になる一方で、正規職員は

全員が期間の定めがない職員となるのか、それとも正規職員の中にも期間の定めのある職

員が含まれるのかどうか、という問題なのですが。 

○高橋社会保険庁総務部企画室長 これは新組織での採用でございますので、これまで正

規職員であったものが正規職員にすべていくかというと、正規職員に採用されずにという

こともありますし、あるいは非常勤だった者の中から正規職員に採用されるものも当然出

得るだろうと。そこのところは日本年金機構は採用関係は自動的でない新規採用になりま

すので、そこのところは一対一対応ではないと理解してございます。 

○野村委員 13ページの図なのですけれども、正規職員のところの減を見てみますと、平

成17年度末に比べまして、最終的にシステム刷新後、稼働後３年というので、2,800人ぐ

らいの正規職員がいなくなるという、定員からみて減ということになっているのですけれ

ども、そのうちその約半分の1,400人というのは日本年金機構が設立された後、ここの差

が1,380人ぐらいですので、要するに日本年金機構設立までの間の減というのは、将来的

な減のうちの約半分しか減らないということになるのですよね。 

 これは図の作り方がよく分からないのですけれども、最初のところが実は800人減って

いて、次のところがものすごく減っているように見えるのですけれども、ここが実は600

人しか減っていないのですよね。一番最後のところが1,400人減るわけで、この全体のシ

ナリオの中では、日本年金機構ができた後に減る人の方が圧倒的多数を占めているわけな

のですが、これは今お話もありましたけれども、本当に可能なのかどうかという問題もや

やあるような気もしますし、ここの後のことについては一種公務員とは違った形の雇用形
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態になった後の定員削減ですから、うまくいかなくなる可能性というのも十分あるわけで

ありまして、それを大幅に見込んで最終的な数字が60何％になりますというのは、何かす

ごく誇大広告的な感じがするのですけれども、ちょっと言い過ぎかもしれませんが。 

 そういう意味では、もうちょっと日本年金機構設立のところまでの間で、まさにこの図

に書かれているように、きちんとある程度スリム化できましたというシナリオを書くべき

なのではないかと思うのですが、どうしてできないものなのでしょうか。 

○高橋社会保険庁総務部企画室長 12ページをご覧いただきますと、その進め方の考え方

でございます。それぞれの削減項目については、システム化による減、あるいは外部委託

による減、こういう事項でございまして、それぞれの事項がいつできるのかというのを見

る必要があると思ってございまして、削減項目の中には、既存の７カ年計画の部分ではシ

ステム化による減の部分が非常に多くなっております。この７カ年計画の上の方で、平成

21年度から平成24年度までの間で▲1,000とありますけれども、これは大部分がシステム

化の部分でございます。また、下の追加削減分についての平成22年度以降のところに書い

てありますのも、比較的大きいのが一次審査の委託とかでございます。これもどうしても

システム化後でないと難しい部分でございます。 

 そういう意味で、すぐできるものと、どうしてもシステム要因によるもので後ろの方が

長くなるものということが出てきているものでございます。 

○野村委員 そうなりますと、今のスケジュール感からいけば、元々日本年金機構設立よ

りもシステム刷新というのは１年遅れていると。そこからまた稼働してから３年後という

話だったわけですが、更に今の刷新化計画の状況からいけば、また更に遅れているという

状況ですよね。そうすると、日本年金機構ができてから５年ぐらい後の話をお話しになっ

ておられるという、そういう理解でよろしいのですね。 

 要するに、システムが刷新化されない限りは、このお約束されている内容までにはいか

ないという、相当後の話をおっしゃっておられるという理解でよろしいですか。 

○高橋社会保険庁総務部企画室長 システム刷新は当初平成22年度の予定と申しておりま

したけれども、実際今開発の詳細設計が遅れてございます。１年遅れ、平成23年度であり

ましても、この３年後というのは平成26年度でございます。また、２年遅れ、平成24年度

に稼働であれば、そこから３年の平成27年度、そういうようなことでイメージしてござい

ます。 

○斎藤委員 システム稼働後３年と書いてございますけれども、稼働するというのは順調

に動いているというのが前提だと思います。その後さらに３年、というのは事務フローが

きちんとできて、安定的なオペレーションができるのに３年かかるという意味で３年とお

書きになったのでしょうか。それほど時間のかかるものなのでしょうか。 

 システムを刷新するということは、システムの完成形がある程度分かっているわけです

から、それに向けて事務フローをどうする、どういう組織にするというのをシステム開発

と同時並行で考えながら走るのだと思うのです。それに対応するのに３年もかかるのだろ
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うかというのが甚だ疑問です。これはシステムの方とご相談になった期間なのでしょうか。 

○高橋社会保険庁総務部企画室長 刷新後３年と申してございますのは、システム刷新で

プログラム、機器などが新しくなる瞬間が稼働と申してございますけれども、今の刷新の

状況ですけれども、システム刷新の稼働をした後、集約事務センター、県単位に今、審査

部門などの事務を集めておりますけれども、これを広域のブロック単位に集約いたしまし

て、非常に効率的な事務処理拠点に集約化しようと、そこで外部委託などを積極的にやろ

うと。 

 これをシステム刷新と広域集約を同時にやるというのが相当のオペレーションだと思っ

ておりまして、これは１年ずらしたいと思ってございます。まずシステム刷新を稼働させ

まして、支障がないように運用すると。その後広域集約して、集約事務センター化を１年

遅れでやると。その上で、集約事務センターが安定してきたところで、一次審査業務を外

部委託すると。このようなことでかなり業務のフローが相当大きく変わりますし、システ

ム化、または外部委託になりますと、きっちりと仕様を定めて発注もしなければいけない、

外部委託先への引き継ぎ訓練も必要だ、そこのところはいろいろなトラブルで事務が止ま

っても大変なことになりますので、慎重な対応をしてまいりたいということでの３年でご

ざいます。 

○岩瀬委員 自然減の比率ですけれども、これは今までの過去のデータで基本的に出せる

と思うのです。次回までに是非出していただきたいのです。 

 僕自身もこれまでの定年退職率と中途退職率を自分なりに、ラフな数字ですけれども、

拾いまして、自然減でどれぐらい減るのか計算してみたのです。そうすると、年平均５％

ぐらい減っていくとして、5,600人ぐらいは自然減で減らせるのです。そうなってくると、

設立時の１万8,260人というのは自然減でカバーできる数字なのです。そういう計画でこ

の数字を出したのかどうなのかというのをちょっと教えていただけませんか。 

○吉岡社会保険庁総務部長 その前にちょっと自然減という言葉は、なかなか定義が難し

いと私は思います。一般に例えば医療費の自然増というのは、特段制度改正がなくても人

口の高齢化で増えていくとか、外部からの施策の圧力なしに自然に業務量が減っていく、

それに見合うニーズが減っていくというのが一番の定義だと思うのです。 

 ただ、野村委員、岩瀬委員がお使いになっているのは、いずれにしても60歳を超えて辞

めていく人の減しか見込んでいないのではないか。しかし、それは業務量が例えば平成22

年１月以降全然変わらないとすれば、それはまさに退職して辞めていく人を補充しないと

いうことは削減の努力なのです。私は個人的にはそこは自然減と普通言わないのではない

かと思います。すなわち、平成22年以降業務の量がどうなるか、例えばこれから受給者が

増えますから、増えるかもしれませんし、下がるかもしれない、そこはやっておりません。

しかし、自然減というのは放っておいても辞めていくという意味では、そういう自然の人

目としては流れていきます。しかし、それは補充をしないということによって初めて効果

が出るわけです。 
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○本田座長 だから、難しく考えるのではなくて、簡単に考えればいいのですよ。60歳定

年で辞める人は何人とすぐに分かるわけですよ。それと、自己都合で過去３年で何人とか、

それでいいのでしょう。自然減という言葉もあまり世の中に通用しないのですよ。 

 人間というのは大事ですからね。 

 ちょっと整理したいと思うのですけれども、野村委員がおっしゃったのも、斎藤委員が

おっしゃったのも、平成22年１月の後の問題、後の問題はテンポをもうちょっと早めるべ

きというご意見も非常に貴重な意見ですし、逆に平成22年１月までの具体的な中で、資料

もいろいろとあります。例えば14ページ、15ページはなぜか私はちょっと意味が分からな

いのだけれども、16ページなりいろいろな資料があります。そういう中で総括が12ページ

の数字ですけれども、これで足りるかどうかというのは、１つは具体的な委託の範囲をど

うするかということ、もう一つはまさに間接部門、いろいろな中で、更に合理化をすべき

ではないかと。ただ単にぽんと積んだだけでいいのですかと。そういうときに、我々はま

だよく聞いていないのですけれども、一括事務処理とかで400人ぽんと本庁にあるとか、

これは本当にそれほど要るのかというようなこと、これを今後若干我々は詰めていかなけ

ればならないということだろうと思うのです。 

 だから、平成22年１月、通常だとスタートのときを決めればよいわけですけれども、残

念ながらシステムにしても何にしても、計画はできていて、その後にいろいろとなってい

ます。そこらも現在読めるものはある程度読んで、我々は考えざるを得ないというのと、

スタート前の実際の業務というものを更に精査しながらどうすれば効率的に、なおかつサ

ービス水準も上げていけるかということを考えていかなければいけないということではな

いかと考えております。 

 八田委員。 

○八田委員 もしシステム導入後３年経ったときに正規職員が大幅に必要なくなるという

のならば、設立時にかなり正規職員を減らして、その分を有期雇用職員として雇うという

ことで振り替えておけばよいのではないでしょうか。そうすれば、後で国家公務員で無く

なったために分限するのは非常に難しいという状況に備えられるのではないかと思うので

す。 

 とすると、今座長がおっしゃった先のことをある程度考えて、日本年金機構設立後にも

やる必要があるのだということになるので、やはり先のことがどうしても考慮される必要

があると思うのです。 

 念のために言えば、設立した後の解雇が結構可能であるという積極的な理由があれば、

また話は別だと思います。 

○本田座長 そういう意味で、仮にかなりの人が辞めざるを得ないとしたとき、ＪＲの場

合にはあれはなぜ法律を出してやったのか分からないのですけれども、退職勧奨制度とい

うのを作りましたね。これはやはり長年働いてきた人をただ切ればいいというものではな

くて、これから大変苦労するわけですから、どうやってその人たちの将来を見るかという
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ことだったと思います。国家公務員の仕組みというのは、普通の民間会社では考えられな

い仕組みなのですね。 

 そういうときに、いわゆる退職勧奨制度というものを作って、そこで退職金を割り増す、

それに加えて就職斡旋などをする、これは金がかかるわけですが、このようなやり方があ

るわけなのです。これは民間会社はどこもそうやっています。 

 どうも国家公務員の場合には、分限免職という非常に普通考えられないような仕組みな

のですけれども。やはり雇用の問題は大事なので、そういうことを今回の日本年金機構の

問題でちょっとはお考えになったことはありますか。退職勧奨、今の仕組み以外ではでき

ないわけですよね。 

○吉岡社会保険庁総務部長 それは現在国家公務員法の枠の中で現在ある制度を活用して、

再雇用できない人については、今現在も割増制度もございますので、そういうものを活用

していただくということで、特段新しい施策ということは考えてございません。 

○本田座長 国家公務員法以外で何か考えるということはやっておられないわけですね。 

○坂野社会保険庁長官 現在、国家公務員退職手当法という退職金の法律で、勧奨退職金

の制度があります。ですから、それを使って勧奨退職など必要があれば、大いに勧奨もし

ていきたいと思います。ただ、それを超えて更に退職金の上積みを行う特別な措置を今私

どもが検討しているかというお尋ねであれば、私どもとしては現段階ではまだその検討に

至っていないということでございます。 

○本田座長 そろそろ予定の時間ですが。 

○江澤行政改革推進事務局次長 簡潔に２点でございますけれども、まず１つは戸井田政

務官がちょっと公文書の会議の方で、別の会議に移りましたので、２点質問をしたいとい

うことで預かっておりますので、簡単に申し上げます。 

 今の資料の６ページの部分で、厚生年金の徴収の納付督励という事務がございますけれ

ども、これは国民年金保険の納付督励は外部委託を行うのに、厚生年金保険料の納付督励

については外部委託ができないというのはなぜか十分検討してほしいということが１点で

ございます。 

 それから、もう一点は10ページになります。 

 10ページの給付のところでございますけれども、給付の審査という業務がございますけ

れども、裁定請求書の審査というものを職員が行うとされておりますけれども、なお外部

委託できる部分がないか検討してほしいということでございましたので、社会保険庁にお

かれては是非この点も含めて検討いただきたいと思います。 

 それから、もう一点でございますけれども、時間が押していてすみませんが、先ほど小

嶌委員と高橋室長のやり取りが、ちょっといささか分かりにくかったのではないかと思い

ますので、企画官ちょっと補足することがあったら。 

○長田行政改革推進事務局企画官 これはあくまで私の理解でございますけれども、今の

正規職員が正規と有期に分かれるかというご質問ではなくて、小嶌先生のご意図というの
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は、その正規職員という範疇の中に、いわゆる期間を定めて雇用される正規職員、今の公

務員の世界では任期付職員のようなものがいるかと、そのようなお尋ねであったのではな

いかと理解をしたので、そういうことであれば、先ほどの社会保険庁からのお答えという

のは、ちょっとずれているのかと感じたという次第でございます。 

 小嶌先生、そういうご趣旨でよろしいでしょうか。 

○高橋社会保険庁総務部企画室長 失礼いたしました。その点でございますれば、今の正

規職員の中に期限の定めのない職員の他に、任期付採用職員というのが今の欠員補充のた

めに若干ございます。そういう意味で期限の定めのある者が現状正規職員の中に一部ござ

います。 

 日本年金機構の方でございますけれども、日本年金機構の正規職員の中に期限の定めの

ないものと期限の定めのあるものについては、それはこれからの作り方になるのではない

かと思います。 

○小嶌委員 私が申し上げたかったのは、有期雇用職員というように非常勤職員の名前が

変わるとすると、有期の正規職員との区別ができなくなるという問題です。 

○本田座長 まだ今日のこの案件については、これからもいろいろな角度から議論もしな

ければならないと思いますので、本日は時間もまいりましたので、一応終了させていただ

きたいと思います。 

 次回の日程でございますが、４月15日の14時から16時とさせていただければと考えてお

ります。次回は引き続き社会保険庁からヒアリングを行いたいと思います。 

 なお、本日の会議についてのブリーフィングは私の方でやらせていただきたいと思いま

す。 

 どうも長時間ありがとうございました。 


